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4. 第 2期行動計画の取組内容 

1) 取組の考え方 

（1）テーマとその取組を推進する広報 

「人をつなぎ、地域をつなぎ、未来につなぎ」という取組理念のもと、流域内で様々な対
策が自発的に展開されることを期待しています。第２期行動計画に位置づけられた対策以外
の各主体の取組も同じく重要であり、また、必要に応じて第２期行動計画に随時取り入れな
がら進めることとしています。 

そこで、多様な主体による様々な取組の内容を共有し、お互いに連携しながら取組を推進
するため、包括的な「テーマ」を位置づけるとともに、戦略的な広報（双方向コミュニケー
ション）を行います。 

 

（2）34の対策群 

第 1 期行動計画においては、目標達成に向けて必要と考えられる対策を、101 対策として
網羅的に位置づけていました。これらの対策は、いずれも印旛沼の課題解決に寄与する一方
で、社会情勢の変化等に応じて、新たなアイデアを取り入れるなど、取組の弾力性を持たせ
ることが求められていました。 

そこで、第１期における 101 対策を踏襲しつつ、取組実績や課題等を整理し、過不足を確
認するとともに、「34の対策群」として統合しました。 

 

（3）関連する計画との連携 

計画の実効性を高めるため、県・流域市町の総合計画や地方創生総合戦略、環境基本計画、
印旛沼に係る湖沼水質保全計画（第７期）等の関連計画での取組と連携して推進します。 
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2) 取組の体系 

目標 テーマ 34の対策群 

 

雨水の貯留・浸透機能を保全・再生 
します 

1. 雨水の貯留・浸透施設の普及 

2. 雨水調整池を活用した汚濁負荷の低減 

3. 緑地の保全・緑化の推進 

湧水と地下水を保全します 4. 湧水・地下水の保全・活用 

家庭から出る水の汚れを減らします 

5. 下水道の普及 

6. 合併処理浄化槽への転換 
（高度処理型合併処理浄化槽の導入） 

7. 浄化槽等排水処理機能の維持 

8. 家庭における負荷削減 

環境にやさしい農業を推進します 
9. 環境にやさしい農業の推進 

10. 循環かんがいの推進 

環境への負荷の少ない産業活動 
を推進します 

11. 畜産系の負荷削減 

12. 事業所系の負荷削減 

川や沼の水環境を改善します 

13. 水辺エコトーンの保全・再生 

14. 水草の保全・活用 

15. 河川・水路等における直接浄化 

16. 河川・沼の清掃等 

17. その他水質改善対策の検討 

ふるさとの生き物をはぐくみます 

18. エコロジカル・ネットワークの形成 

19. 多自然川づくりの推進 

20. 谷津及び里山の保全・活用 

21. 外来種の駆除 

水害からまちや交通機関を守ります 
22. 流下能力の向上 

23. 治水施設の質的改良 

水辺を活かした地域づくりを推進します 24. 印旛沼流域かわまちづくりの推進 

環境学習を活発にします 
25. 小中学校における環境学習の推進 

26. 市民の学びの推進 
   

 

分
野
間
の
取
組
を
推
進
す
る
テ
ー
マ 

共感を広げ、多様な主体との連携・ 
協働を推進します 

27. 広報（双方向コミュニケーション） 

28. 市民活動の連携・協働 

取組を推進する仕組み・制度の検討
や調査・研究を推進します 

29. 環境調査の実施 

30. 研究・技術開発の促進 

31. 経済的措置の検討 

32. 制度化の検討 

33. 負荷総量削減の可能性の検討 

34. 地球温暖化への対応 
※各目標とテーマの色は、特に関係の深いものをイメージして着色しています。 

目標１ 
良質な 

飲み水の源 
印旛沼・流域 

目標 2 
遊び、泳げる 
印旛沼・流域 

目標 3 
ふるさとの生き
物はぐくむ 
印旛沼・流域 

目標 4 
水害に強い 
印旛沼・流域 

目標 5 
人が集い、 
人と共生する 
印旛沼・流域 
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対策（例） ※下記以外でも、目標達成に寄与する対策は柔軟に取り入れながら進めます。 対策内容 

開発行為に係る貯留・浸透施設の設置指導／各戸貯留・浸透施設の維持管理 等 66 ページ 

調整池・調節池の設置、設置の指導／調整池・調節池の維持管理 等 67 ページ 

市街地・住宅地の緑化／家庭・事業所の敷地内の緑化／農地の保全・活用／緑地の保全 等 68 ページ 

湧水調査・情報共有／地下水の適正利用の推進 等 69 ページ 

下水道の整備／下水道への接続 等 70 ページ 

合併処理浄化槽への転換／高度処理型合併浄化槽の普及 等 71 ページ 

浄化槽の適正管理の推進／農業集落排水施設等の適正な維持管理 等 72 ページ 

家庭でできる生活排水対策の普及／環境家計簿（くらしの点検表）の普及 等 73 ページ 

環境にやさしい農業の実施／環境にやさしい農産物の販売促進 等 74 ページ 

循環かんがい施設の整備 等 75 ページ 

家畜排せつ物処理施設の設置／畜産堆肥野積みの防止 等 76 ページ 

事業場排水等の規制指導強化／環境に配慮した産業の育成・誘致（税制優遇等） 等 77 ページ 

水辺エコトーンの整備／環境学習やレクリエーションへの水辺の活用 等 78 ページ 

河道植生の保全・復元／水草の系統維持／オニビシの管理・活用 等 79 ページ 

河川・水路を利用した植生浄化／浄化施設の維持管理 等 80 ページ 

路面・側溝等の清掃／河川・水路内堆積物の除去／ゴミ清掃 等 81 ページ 

印旛沼の水質形成機構の解明／水質改善対策の検討 等 82 ページ 

エコロジカル・ネットワークの形成／耕作放棄地の解消／ビオトープ・湿地帯の整備 等 83 ページ 

多自然川づくりの実施／環境に配慮した農業用排水路の整備・管理 等 84 ページ 

法的措置等による保全／間伐・枝打ち・下草刈り等森林の維持管理 等 85 ページ 

ナガエツルノゲイトウ、カミツキガメ等外来種の駆除／外来種の分布調査、情報発信 等 86 ページ 

河道整備による流下能力の向上 等 87 ページ 

排水機場整備・改修／計画堤防高さの維持 等 88 ページ 

水辺拠点・ミニ拠点（一里塚）の整備等水辺の利用促進 等 89 ページ 

環境学習教材の作成・活用／教師への支援体制の確立 等 90 ページ 

学習会、講演会等の開催／生涯学習との連携 等 91 ページ 
  

多様な媒体を用いた印旛沼の情報共有／コミュニケーションの推進 等 92 ページ 

市民・市民団体の応援／印旛沼連携プログラムの推進・強化 等 93 ページ 

水質・生物調査の実施 等 94 ページ 

研究・技術開発の促進 等 95 ページ 

取組推進のための新たな財源確保の検討 等 96 ページ 

制度化の検討 等 97 ページ 

負荷総量削減の可能性の検討 等 98 ページ 

地球温暖化適応策の検討 等 99 ページ 
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3) 強化対策および推進テーマの抽出 

（1）強化対策の抽出 

34 の対策群のうち、第 2 期行動計画の計画期間中に特に強化して取組むものを「強化対策」
と位置づけ、積極的な推進を図ります。 

強化対策は、以下の視点に基づき抽出しています。 

 

 
 
 

（2）９つの推進テーマの設定 

テーマのうち、強化対策を含むテーマを「９つの推進テーマ」と位置づけます。推進テー
マについては、それらに基づく対策の推進を支援する組織として、ワーキング等を位置づ
け、着実な取組の推進を目指します。 

 

 

（3）ワーキングの役割 

ワーキングは、以下のような役割を担います。 

 

＜強化対策設定の視点＞ 

視点① 第 1期から継続して取組むべき課題への対応 

第 1期での 8つの重点対策群における取組（各ワーキングの取組） 
のうち、課題の残る取組は継続して実施 

視点② 新たに生じた課題への対応 

実施主体等からのニーズや社会動向などから、 
新たに取組の必要性が生じた取組を実施 

■ワーキングの位置づけ 
・ ９つの推進テーマごとに位置づけます。 
・ 市民や関係機関、専門家など、各推進テーマでの課題解決に関係するメンバー

で構成します。 
 

■ワーキングの役割 
・ 各ワーキング間の連携を図りつつ、推進テーマに位置づけられた取組の推進に

必要な支援（技術的助言、調整）や、仕組みづくりを担います。 
・ ワーキングや、対策の実施主体の取組内容について、毎年総括を行い、健全化

会議の委員会に報告します。 
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強化対策および推進テーマ 

テーマ ３４の対策群 

抽出の視点 
推進を支援 
する体制注） 

視点① 
第 1期からの
課題への対応 

視点② 
新たな課題への対応 

雨水の貯留・浸透
機能を保全・再生し
ます 

1 
雨水の貯留・浸透施設の
普及 

●     
浸透WG 

2 
雨水調整池を活用した 
汚濁負荷の低減 

●     

3 緑地の保全・緑化の推進        

湧水と地下水を保
全します 

4 湧水・地下水の保全・活用        

家庭から出る水の汚
れを減らします 

5 下水道の普及 ●     

生活排水WG 6 
合併処理浄化槽への転換 
（高度処理型合併処理浄化槽の
導入） 

●     

7 
浄化槽等排水処理機能 
の維持 

●     

8 家庭における負荷削減       

環境にやさしい 
農業を推進します 

9 環境にやさしい農業の推進 ●     農業WG 

10 循環かんがいの推進        

環境への負荷の少
ない産業活動を推
進します 

11 畜産系の負荷削減        

12 事業所系の負荷削減        

川や沼の水環境を
改善します 

13 水辺エコトーンの保全・再生   ● 
第 1期の植生帯  
整備の成果と課題を
踏まえた工法に移行 

水質改善工法
検討・ 
水草再生WG 

14 水草の保全・活用     

既存植生帯等で  
再生した沈水植物
等の系統維持に 
移行 

 

15 
河川・水路等における 
直接浄化 

       

16 河川・沼の清掃等        

17 
その他水質改善対策の 
検討 
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テーマ ３４の対策群 

抽出の視点 
推進を支援 
する体制注） 

視点① 
第 1期からの
課題への対応 

視点② 
新たな課題への対応 

ふるさとの生き物を 
はぐくみます 

18 
エコロジカル・ネットワーク 
の形成 

  ● 
流域全体の生態系
保全を目指しエコロ
ジカル・ネットワークの 
形成を図る。具体策
として、多自然川づく
りの推進や谷津・里
山の保全・活用等を  
位置づける 

生態系WG 
(印旛沼 
環境基金) 

19 多自然川づくりの推進   ● 

20 
谷津及び里山の 
保全・活用 

  ● 

21 外来種の駆除 ●     

水害からまちや 
交通機関を守ります 

22 流下能力の向上 ●     
河川管理者 

23 治水施設の質的改良 ●     

水辺を活かした地域
づくりを推進します 

24 
印旛沼流域かわまちづくり 
の推進 

●     水と地域WG 

環境学習を活発に
します 

25 
小中学校における 
環境学習の推進 

●     学びWG 
(印旛沼 
環境基金) 26 市民の学びの推進 ●     

 

共感を広げ、多様な
主体との連携・協働
を推進します 

27 
広報（双方向コミュニケー
ション） 

  ● 第 2期の取組理念 
の実現に必要不可
欠な取組 

健全化会議 
(印旛沼 
環境基金) 28 市民活動の連携・協働   ● 

取組を推進する仕
組み・制度の検討や 
調査・研究を推進し
ます 

29 環境調査の実施        

30 研究・技術開発の促進         

31 経済的措置の検討        

32 制度化の検討        

33 
負荷総量削減の可能性の
検討 

       

34 地球温暖化への対応        

※視点①または視点②に該当する対策群を、「強化対策」としています。 
※着色は、強化対策および推進テーマを表しています。 
注）本表に示す支援する体制は、強化対策を推進を支援するための体制を記載しているものであり、無記入の対
策群も取組は行います。具体的な取組内容は 65 ページ以降に示します。 
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4) ９つの推進テーマとテーマの推進を支える取組の内容 

９つの推進テーマ及び強化対策、それらの推進を支援する体制等の概要を以下に示します。
また、次ページ以降に、各テーマの第 1 期での取組実績と課題、それらを踏まえた第 2 期で
の取組内容を示します。 

①～⑧のテーマは互いに連携し、⑨のテーマによりさらにそれらを推進することによって、
取組をより充実させ、効果的に進めていきます。 

 

 
９つの推進テーマ及び強化対策、それらの推進を支援する体制 
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①雨水の貯留・浸透機能を保全・再生します 

第１期での取組の実績 

＜浸透・浄化機能を持った雨水調整池の設置・改良＞ 

・浸透ワーキングでは、既存調整池
の改良を行うことで、市街地の面源
負荷の削減対策になることを確認し
ました（詳細は 23 ページ参照）。
そして、この調整池の改良を流域に
展開するため、「調整池改良の手
引」をまとめ、流域の目指す方向性
を示しました。 

 
 

 
・調整池の改良は、佐倉市 4 箇所においてモデルとして行い、それを元に「調整池改良の手引
き」を作成し、その後、船橋市の 2箇所（印旛沼流域外含む）で実施されています。 

    

■調整池改良のイメージ 

■調整池改良のポイント 
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＜浸透・貯留施設の普及促進＞ 

・印旛沼流域における雨水浸透マス等浸透・
貯留施設の設置普及に向けて、市町を中心
に、浸透・貯留施設の設置助成制度や施主
への設置啓発、大規模な開発時における設
置の指導（依頼）等の取組を行ってきまし
た。これらの取組によって、特に、もとも
と農地などの浸透面だった土地の改変に対
しての地下水涵養量の維持が図られていま
す。 

・浸透ワーキングでは、貯留・浸透施設に
よる湧水量の増加や、市街地面源負荷の削減効果を確認、そのことを踏まえて、貯留・浸透施
設の設置を流域に展開するため、「印旛沼流域における貯留・浸透施設及び雨水貯留施設の設
置を推進するためのルール（通称：印旛沼ルール）」を作成しました。 

＜学校校庭などを利用した貯留・浸透施設の整備＞ 

・学校校庭などを利用し、貯留・浸透施設の整備を
進めています。 

・現在、流域で 286 箇所に設置されており、総貯留
量は約 150万m3（2015(平成 27)年末実績）の貯
留能力を有し、表面流出の軽減や市街地面源負荷
削減に寄与しています。  

■雨水浸透マスの設置のイメージ

 

■「印旛沼ルール」の概要 
・印旛沼流域における貯留・浸透施設及び雨水貯留施設を推進
するために、すべての関係者の心構えを示すルールです。 

・流域住民・建築主、建築関連
業者、建築確認審査機関それ
ぞれに役割を持たせ、連携し
て雨水浸透対策を進めること
を目的としています。 

・「印旛沼ルール」では効果的
な貯留・浸透施設の設置方法
についても紹介しています。 
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＜市町・企業等と連携した広報・啓発＞ 

・浸透ワーキングでは、作成した「印旛沼ルール」と「調整池改良の手引き」をもとに、市町
や企業（ホームセンターや建築確認申請審査機関）等と連携して雨水浸透・貯留施設や調整池
の改良の流域展開を図るための広報・啓発活動を実施してきました。 

・建築関連業者にアンケートを実施したところ、「印旛沼ルール」の認知度も増加しているこ
とが確認され、今後の流域展開に向けた下地が整ってきました。 

 

 
課題 

第１期での取組実績を踏まえた今後の課題は、以下のとおりです。 

○長期：住宅の新築・改築時の際、雨水浸透・貯留施設が必ず設置される等、仕組みの導
入が必要です。 

○短期：「印旛沼ルール」や「調整池改良の手引き」に基づいた雨水浸透・貯留施設の設
置普及、調整池改良の流域展開が必要です。 

  

■啓発チラシの配布 

各市町の各所にて啓発パンフレットを配布 
■広報・啓発の協力要請 

千葉県特定行政庁、指定確認検査機関連絡協
議会にて雨水浸透マス設置普及促進とチラシ
配布を依頼 

■建築業者への協力要請 

浸透機能に配慮し
た雨水浸透マスの
設置協力を要請 

■民間企業と連携した広報・啓発 

ホームセンターと連携し、雨水浸透マス
や雨水貯留タンクの普及啓発を実施 
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第２期における方針 

・「印旛沼ルール」を活用し、住宅の新築・改築時における雨水浸透・貯留施設の設置普及を
推進します。その際、浸透のみならず、設置者のメリットが見えやすい「貯留」機能にも注目
して雨水の利用促進の観点も含めて、取組を進めていきます。 

・「調整池改良の手引き」を活用し、市街地の面源負荷削減対策を推進します。 

・研究機関（大学、学会、県の研究センター）等と情報共有するなど、市街地面源負荷の実態
把握に努めます。 

 
第２期における主な取組 
■雨水浸透マスの設置普及 

第 1 期で作成した「印旛沼ルール」をもとに、第 2 期で
は、より関係者との連携を強化し、雨水浸透マスの設置を流
域に展開していきます。 

■貯留・浸透施設の普及 
第2期では新たに、公共施設などへの整備状況を収集し、それによる流出抑制効果を発信し

ていくなど、貯留・浸透施設の普及を推進します。また、各戸住宅において、設置者メリッ
トが明確な雨水貯留タンクの設置普及も推進していきます。 

■調整池を活用した市街地面源負荷削減の推進 
第 1 期で作成した調整池改良の手引きをもとに、第 2 期では、市町等と連携して調整池の

改良を流域に展開していきます。 

また、調整池を利用した湿地再生等、汚濁負荷削減効果の増大、生物多様性の向上や親水
性の確保等の視点で調整池のさらなる利活用方法を検討・実践していきます。さらに、調整
池改良の考え方が新規の調整池整備時にも取り入れられるような仕組みを検討します。 

■効果的な透水性舗装整備の普及 
第2期では新たに、効果的な透水性舗装の整備の普及を推進します。透水性舗装は、数年で

目詰りが発生するなどの課題がありますが、整備時に周辺から土砂が混入しないように工夫
することで目詰りを防止し、浸透効果を長期間維持することが可能という知見も確認されて
います。そのような知見などをもとに、効果的な透水性舗装の整備方法の整理を行い、それ
を整備時に実施することで透水性舗装の整備を推進していきます。 

■浸透WGにおける成果と課題の共有 
毎年の取組状況や成果と課題を浸透ワーキングで共有し、より効果的な取組を実施してい

きます。また、雨水浸透対策や市街地面源負荷削減対策については、まだ未解明な部分も多
く残っています。そのため、最新の研究状況等を把握・共有し、取組を推進していきます。  

★関連する強化対策 
1：雨水の貯留・浸透施設

の普及 
（→66ページ参照） 

2：雨水調整池を活用した
汚濁負荷の低減
（→67ページ参照） 
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取組の役割分担 
各主体の役割分担は以下のとおりです。 

市民（住民）  住宅に雨水浸透マスや天水桶（貯留槽）を設置します。 
 設置した雨水浸透マスなどを定期的に清掃し、機能を維持します。 

市民団体 
 雨水浸透マスや天水桶（貯留槽）の必要性や効果を市民に伝える等、 
貯留・浸透施設の設置を推進します。 

 調整池の維持管理（利活用含む）に協力します。 

企業 

 建築関連業者は、貯留・浸透施設の設置を依頼または設置します。 
 より安価で効果的な貯留・浸透施設等の開発を検討します。 
 調整池等を整備する際は、汚濁負荷削減、生物多様性や親水性への配慮の
工夫を行います。 

流域市町 
千葉県 

 開発行為に対して適切な流出抑制の指導を行うとともに、浸透機能の付加  
を勧めます。 

 公共施設での貯留・浸透施設や透水性舗装の整備を促進し、それらの維持管
理を行います。 

 特定行政庁では、建築確認申請や事前の相談時に雨水浸透マスなどの設置
を依頼します。 

 管理する調整池を改良・維持管理します。 
国 （ 国 土 交 通
省）・水資源機構  雨水浸透マスの設置や雨水の利活用の普及啓発に取組みます。 

調査研究機関  取組の推進に向けた助言やより効果的な浸透・貯留技術の調査・研究等を行
います。 

浸透 
ワーキング 

 各取組の技術的なサポートや広報を行い、取組を支援します。 
 「印旛沼ルール」や調整池改良の手引きの発展としての制度化を検討します。 

取組指標と目標値  

以下の指標で取組の進捗を管理していきます。 

取組指標 現状※1 目標値※1,※2 
2020(H32)年度 把握・算出方法 

雨水浸透マスの設置基数 112,134基 143,640基 
（31,506基増） 実施主体への調査 

貯留・浸透施設の整備量 489箇所 1,780箇所 
（1,291箇所増） 実施主体への調査 

調整池改良の実施数 5箇所 6箇所 
（1箇所増） 実施主体への調査 

透水性舗装の整備面積 437,398 m2 560,590 m2 
（123,191m2増） 実施主体への調査 

 ※1：現状・目標値は、印旛沼に係る湖沼水質保全計画（第 7期）で定める値であり、指定湖沼範囲に含まれ
ていない栄町は含まれていません。 

 ※2：目標値は、WG等によって取組の推進を図り、さらなる積み上げを目指すものです。（以降、全取組指
標についても同様） 
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■コラム：調整池改良の面源負荷削減効果 

＜市街地における流出負荷特性：ファーストフラッシュ現象＞ 

市街地では、住宅の屋根や道路などに土砂や塵などが堆積しており、それが雨によってフ
ラッシュされて、水路等を経て河川へ注がれます。そのため、雨によって流出する水は、は
じめの方は濁っており、その後はあまり濁っていない水が流出する特性を持っています。
（これをファーストフラッシュ現象と呼んでいます） 

 
＜ファーストフラッシュ現象に着目した調整池の改良＞ 

調整池の改良は、ファーストフラッシュ現象に着目した対策です。降雨初期の特に汚れた
水をカゴマット等を敷設することで調整池内にトラップすることを狙った対策であり、佐倉
市にある加賀清水調整池などで改良を行い、平均堆砂速度が1.9倍になるなど、そのトラップ
効果を確認しました。 

 

流量のピークの前にＳＳの
ピークが発現している。 
⇒降雨初期に着目した対
策が効率的 

※本データは、浸透 WG で実施した加賀
清水流域（佐倉市）での観測結果。 

降雨開始  

0.001 

雨水調整池の平均堆砂速度：1.24t/year              2.4t/year （約 1.9倍） 

 
流出口の目詰まりを軽減！ 
・堆砂量の多い箇所が変化 
・流出口での目詰りが軽減 

維持管理の軽減！ 
・流入口に集中的に堆積するため 
維持管理労力コストの軽減 

市街地面源負荷の削減！ 
・雨水調整池の堆砂速度が増加 
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②家庭から出る水の汚れを減らします 
第１期での取組の実績 

＜生活系の汚濁負荷量の現状＞ 

・流域での下水道整備や合併処理浄化槽の普及
（転換含む）などが進んだことにより、生活
系の汚濁負荷量は、年々減少してきていま
す。 

・汚濁負荷量のうち、窒素やりんはCODと比較
すると減少率は小さく、2005（平成17）年度
頃からは横ばいで推移しています。 

・沼の水質を改善していくためには、沼に流入
する COD の汚濁負荷だけではなく、富栄養化
の原因となる窒素やりんの汚濁負荷を減らし
ていくことが重要です。 

・そのため、単独処理浄化槽から合併処理浄化
槽への転換や、さらに合併処理浄化槽をりん
除去性能の高い高度処理型合併処理浄化槽に
転換していくことが求められています。 
＜生活排水対策促進のための制度化の検討＞ 

・単独処理浄化槽やくみ取りから合併処理浄化
槽への転換補助金の上乗せ助成を行うなど、
合併処理浄化槽への転換・普及を進めてきま
した。 

・助成の対象を通常型の合併処理浄化槽から高
度処理型合併処理浄化槽に限るなどに制度を変更したことで、高度処理型合併処理浄化槽（窒
素除去型）の普及は進みつつありますが、高度処理型合併処理浄化槽（窒素及びりん除去型）
は、本体設置費や維持管理費が高く、ほとんど普及
していません。 

・生活排水ワーキングでは、流域での取組状況を踏ま
えて、高度処理型合併処理浄化槽（窒素及びりん除
去型）の普及に向けた全国の先進事例調査や、他の
導入手法の検討を行ってきました。さらに先進事例
紹介の勉強会を、流域市町を対象に行うなど関係者
での情報共有を図ってきました。 

 

 

■汚濁負荷量の推移 
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＜りん除去のための方策の検討＞ 

・県環境研究センターでは、タブレット型固形りん除
去剤を浄化槽に投入することで、浄化槽排水中のりん
の除去に一定の効果があることを確認しました。 

・生活排水ワーキングでは、この固形りん除去剤を用
いたフィールド調査を行い、排水路でのりん濃度の低
減を確認しましたが、実用化に向けては市民負担（投
入の手間、費用）の面で課題が残っています。 
＜浄化槽の適正な維持管理の促進＞ 

・印西市や千葉市では、合併処理浄化槽の適正管理に
向けて、補助制度により設置された浄化槽が適正に管理されているか、フォローアップ調査を
行っています。いくつかの浄化槽では管理が行き届いておらず機能が低下しており、それらの
浄化槽を管理している家庭に対して適正な管理を指導することにより成果を上げています。ま
た、調査の際には、チラシの配布やアンケート等を行い、印旛沼の水質改善に向けた広報・啓
発を行っています。 

・印西市でのこのような取組は、第 4回印旛沼・流域再生特別賞を受賞しました。 

・一方で、千葉県の浄化槽の法定検査受検率（平成 27年度）は、7条検査・11条検査ともに全
国ワースト 1 位であり（環境省公表データより）、千葉県では改善に向けた取組が実施されて
います。 

 
課題 

第１期での取組実績を踏まえた今後の課題は、以下のとおりです。 

○長期：「りん除去」機能を有した合併処理浄化槽の普及に向けた仕組みの検討が必要です。 

○短期：下水道整備区域外では、くみ取りや単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換
の促進、浄化槽の適正管理の徹底に向けた指導強化と広報・啓発が必要です。 

■印西市の取組例 

簡易水質検査と同時にチラシを使って維持管理に関する説明を実施 

合併処理浄化槽の簡易水質検査

対象 ： 設置後５年が経過した浄化槽（補助金

を受けて設置した浄化槽から約４０基

を抽出）

調査項目：

①パックテスト（COD）

②透視度測定

③点検・清掃・法定検査状況確認

④アンケート

■固形りん除去剤とフィールド 
調査による効果 

固形りん除去剤使用前後の排水路枡中りん濃度変化 

約 10cm 使用後 使用前 
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第２期における方針   

・下水道・合併処理浄化槽の整備を一層推進し、生活排水処理率の向上を目指します。 

・特に、印旛沼流域下水道の処理水は流域外に放流されるため、下水道整備区域内の下水道の
普及により印旛沼へ流入する汚濁負荷量の削減効果が期待できることから、下水道の普及（整
備と接続）は、生活排水対策の要として継続して推進していきます。 

・下水道整備区域外においては、生活排水中からの窒素及びりんの除去の取組を実施していく
ため、高度処理型合併処理浄化槽の普及や浄化槽の維持管理の徹底を推進していきます。 

・流域市町や県関係部局と、最新知見や先進的な取組事例の情報共有を行い、各主体での取組
実施を推進していきます。 

 
第２期における主な取組 

■千葉県全県域汚水適正処理構想での取組の着実な実施 
汚水適正処理構想の見直し結果に従い、下水道整備区域は下水道の整備の推進、整備後の

下水道への接続を徹底し、将来的に下水道の整備予定が無い区域については、高度処理型合
併処理浄化槽の普及を推進していきます。 

■生活排水中からのりんの削減 
下水道整備区域外では、単独処理浄化槽やくみ取り等から合併処理浄化槽への転換につい

て、補助金による助成を行っていますが、さらなる普及が図られるよう、取組を進めていき
ます。その際、コストなどの点から普及が遅れている高度処理型合併処理浄化槽（窒素及び
りん除去型）の導入促進を目指します。 

また、第1期で実施した固形りん除去剤による浄化槽排水からのりん削減のように、下水道
整備区域外の生活排水中から、より効果的にりんを除去できる方策について、流域市町や企
業等と連携して、引き続き検討していきます。 

■浄化槽の適正管理の推進 
印西市や千葉市による浄化槽の適正管理に向けた取組事

例などを他の市町と情報共有するなど、流域市町全体で浄
化槽の適正管理を推進します。また、千葉県では、広報紙
やパンフレットによる広報・啓発や、法定検査未受検の浄
化槽管理者に対する受検促進の取組を実施します。 

■取組状況や取組成果・課題の共有 
市町等による実施状況や取組の成果と課題を生活排水ワーキングが集約・整理し、関係者

と共有しながら取組を推進していきます。  

★関連する強化対策 
5：下水道の普及（→70ページ参照） 
6：合併処理浄化槽への転換（高度処
理型合併処理浄化槽の導入） 
（→71ページ参照） 

7：浄化槽等排水処理機能の維持
（→72ページ参照） 



  

27 

 

 

 

取組の役割分担  

 各主体の役割分担は以下のとおりです。 

市民 
（住民） 

〈下水道整備区域内〉 
 下水道整備区域内の未接続家庭は、全家庭で下水道へ接続します。 
〈下水道整備区域外〉 
 くみ取りや単独処理浄化槽の家庭は、高度処理型合併処理浄化槽に転換します。 
 住宅の新築・改築時には、高度処理型合併処理浄化槽を設置します。 
 浄化槽を設置している家庭は、浄化槽の適正な維持管理を行い、法定検査を受検します。 

企業 

 事業所において、高度処理型合併処理浄化槽を設置します。 
 浄化槽を設置している事業所は、浄化槽の適正な維持管理を行い、法定検査を受検し
ます。 

 浄化槽メーカーは、りん除去型の合併処理浄化槽の技術開発を進めます。 

流域市町 

〈下水道整備区域内〉 
 下水道の整備を行います。 
〈下水道整備区域外〉 
 合併処理浄化槽設置の補助を実施し、さらなる制度の充実を目指します。 
 浄化槽の適正な維持管理に係る啓発・広報を行います。 
 農業集落排水施設の適正な維持管理を行います。 

千葉県 

〈下水道整備区域内〉 
 下水道の整備を行います。 
〈下水道整備区域外〉 
 市町への合併処理浄化槽設置の補助を実施します。 
 浄化槽市町整備推進事業など、浄化槽の普及促進のための制度導入を検討します。 
 浄化槽の法定検査受検率向上に向けて、啓発や指導を実施します。 

調査研究
機関  生活排水中から効率的にりんを除去する技術の調査・研究を推進します。 

生活排水 
ワーキング 

 生活排水処理に関わる最新知見や先進的な取組事例の収集、情報の共有を進めます。 
 研究機関と連携し、りん除去技術の検討を行います。 
 窒素及びりん除去型の高度処理型合併処理浄化槽の普及を推進する方策の検討を行
います。 

 

取組指標と目標値 

 以下の指標で取組の進捗を管理していきます。 

取組指標 現状※1 
目標値※1 

2020(H32)年度 
把握・算出方法 

生活排水処理率※2 92.7% 94.8% 各市町への調査 
 ※1：現状・目標値は、印旛沼に係る湖沼水質保全計画（第 7期）に掲げる下水道・農業集落排水施設・合併

浄化槽の整備の現状及び目標から算出した値（指定地域内に陸域のない栄町は含まれていない）。 
 ※2：生活排水処理率： 

「（下水道接続人口＋農業集落排水施設接続人口＋合併浄化槽使用人口）/流域総人口）×100％」 
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③環境にやさしい農業を推進します 
第１期における取組実績 

＜農地からの汚濁負荷の状況＞ 
・印旛沼流域の土地利用は、約 3 分の 1 を田畑が占めています。沼周辺には水田が、流域の台
地には畑が広がり、農業生産の場となっています。また、印旛沼の水が、これらの農業を支え
る貴重な水源となっています。 
・農業生産を行う上で、農作物の生育を促すための施肥は不可欠ですが、過剰な施肥はコスト
面でデメリットが大きいだけでなく、農作物に吸収されなかった肥料成分（窒素）が川や沼に
流出し、水質に影響を及ぼす可能性があります。また、窒素が地下に浸透して、地下水の硝酸
性窒素濃度の上昇を引き起こすこともあります。 

＜適正施肥栽培における収穫量への影響＞ 
・印旛沼や河川・地下水等の水質保全には、農作
物の養分吸収に見合った適正施肥と同時に、堆
肥に含まれる肥料分も考慮して、化学肥料の施
用量を決定することが必要です。 
・2005（平成 17）年～2007（平成 19）年に、
富里市立沢地区の 9 戸の農家の協力のもとに行
った実験では、土壌診断に基づき適正に施肥を
したニンジンと慣行栽培のニンジンの収穫量を
比較した結果、両者に大きな収量の差が生じな
いことが実証されました。なお、実験における施肥量及び収量比較は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ちばエコ農業など環境にやさしい農業の推進＞ 
・県や市町では、化学合成農薬や化学肥料の使用量の削減に向け
て、土壌診断に基づく適正施肥の推進や、ちばエコ農業など環境
にやさしい農業の推進、生産者への普及啓発等を行ってきまし
た。（ちばエコ農産物は、化学合成農薬と化学肥料を通常の半分
以下に減らして栽培された農産物です。） 
・農林水産省が実施している国営印旛沼二期農業水利事業においても、印旛沼の水質保全に資
する「環境にやさしい農業」が推進されています。

ちばエコ農産物の認証マーク 

慣行栽培 適正施肥栽培 

 

 

  



 

29 

 

 

 

＜ちばエコ農業に対する生産者の意識＞ 

・一方で、2012(平成 24)年度に、ちばエコ農産物の生産者を対象として実施したアンケートで
は、ちばエコ農産物が「高値で取引できない」という懸念が多くあげられました。 

 

 
 

・また、ちばエコ農業を継続するにあたり、消費者に望むこととして、「ちばエコ農産物に関
心を持ってほしい」、「多少値段が高くても積極的に購入して欲しい」といった声が多くあげ
られました。 

 
 
 

ちばエコ農業への取組にあたっての課題（複数回答） 
出典：ちばエコ農産物の生産者アンケート調査（2012(H24)年度） 

 

（N=131） 

ちばエコ農業を継続するにあたり、消費者に望むこと（複数回答） 
出典：ちばエコ農産物の生産者アンケート調査（2012(H24)年度） 

 

（N=131） 
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＜生産・流通・販売が一体となった環境にやさしい農業の推進＞ 
・農業ワーキングではこうした状況を受け、生産者への働きかけはもちろんのこと、環境にや
さしい農産物の流通の仕組みづくりや、環境にやさしい農産物を買い支える消費者の意識向上
など、生産・流通・販売それぞれの面から、環境にやさしい農産物の一体的な普及促進を図る
ことを目指し、関係者との調整や仕組みの検討を行ってきました。 

 
 

＜環境にやさしい農作物の PR＞ 
・また、消費者に環境にやさしい農産物
の価値や魅力を知っていただくため、環
境にやさしい農業に取組む農業者との連
携により、イベント等での出店を通じ
て、PR活動を行ってきました。 
・イベントにおいては、商品の包装やデ
ィスプレイ等において、環境にやさしい
ことを伝える演出の工夫を行い、消費者
から好評を得ることができました。 
・また、イベント参加者を対象に行った
アンケート（シールアンケート形式）の
結果からは、多少値段が高くても環境に
やさしい農産物を購入したいという意向
を持つ人が半数以上を占めました。 

 

それぞれの役割 期待される効果
印旛沼周辺の関係者が一丸となって
環境にやさしい農産物の普及に取組みます。

生産者

消費者 流通業者

農産物が売れることで、
生産意欲がアップ！
販売ルートの安定化！

食の安心！
地域への貢献！

新たな市場獲得！
環境配慮による
イメージアップ！

販売業者
企業イメージアップ！
エコ顧客へのサービス！

販売ルートの確立
地域への貢献

農産物のブランド化
印旛沼の水質改善

販売業者

消費者 流通業者
環境にやさしい農産物
を積極的に購入

環境にやさしい農産物
の積極的な販売

（特設コーナーなど）

販売戦略の総合企画、
小売店への協力依頼

健全化会議
各主体との調整

環境にやさしい農産物の認知度・消費アップ
により、生産意欲を向上し、印旛沼をきれい
にすることにもつなげます。

生産者
環境にやさしい農産物
を積極的に生産

イベントにおける環境にやさしい農産物の PR 
（2015(H27)年度 いんばふれ愛フェスタ） 

生産・流通・販売が一体となった環境にやさしい農業の推進イメージ 
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課題 
第１期での取組実績を踏まえた今後の課題は、以下とおりです。 

○長期：農地で使用される施肥量を適正化し、農業が環境に与える負荷の軽減につなげて
いくことが必要です。 

○短期：環境にやさしい農業の推進に向けて、生産・流通・販売の視点から、一体的に取
組を進めていくことが必要です。 

第２期における方針 
生産・流通・販売に関わる主体との連携のもとに、環境にやさしい農業を推進し、農地由

来の窒素負荷量の低減を図ります。 

 
第２期における主な取組 

■「（仮称）食べるエコ」プロジェクトの検討 
生産・流通・消費の視点から、環境にやさしい農業を推進するため、生産者・流通事業者

との連携を図りながら、環境にやさしい農産物の販売促進や PR、生産者のインセンティブを
高める仕組み等について検討していきます。 

 

  

★関連する強化対策 
9：環境にやさしい農業の推進（→74ページ参照） 

(N=808） 

環境にやさしい農産物の選択意向 
2015(H27)年度 いんばふれ愛フェスタにおけるアンケート調査の結果 

質問：選ぶなら、どっち？ 
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取組の役割分担 

各主体の役割分担は以下のとおりです。 
消費者（市民、 
流通・販売業者） 

 環境にやさしい農産物を積極的にて購入し、環境にやさしい農業を応援しま
す。 

農業従事者 
（農家、企業、JA） 

 ちばエコ農業、エコファーマーなどの環境にやさしい農業に取組みます。 
 土壌診断の活用等により適正施肥に努めます。 

土地改良区  環境にやさしい農業の普及啓発に取組みます。 
企業  環境にやさしい農産物を応援します。 

流域市町  農地での施肥や農薬の適正量での使用を推進します。 
 環境にやさしい農業に関する情報の提供を行います。 

千葉県 
 ちばエコ農業、エコファーマー等環境にやさしい農業を推進します。 
 施肥基準、土壌診断に基づく、適正施肥を推進します。 
 環境にやさしい農業に関する情報の提供を行います。 

国（農林水産省）・
水資源機構  環境にやさしい農業の普及啓発に取組みます。 

農林水産省  環境にやさしい農業の普及啓発に取組みます。 

調査研究機関  取組の推進に向けた助言や具体的な調査計画の立案・実施等を行います。 

農業ワーキング  生産・流通・消費が一体となった、環境にやさしい農業の推進方策の検討に
向けて、仕組みの提案や関係者との連携・調整を行います。 

 

取組の指標と目標値 

以下の指標で、取組の進捗を管理していきます。 

取組指標 現状 目標値 
2020(H32)年度 把握・算出方法 

ちばエコ農産物の
認知度 

モデル地域：42.4 ％※１ 1.2倍 アンケート調査 

※1：富里市産業まつり（平成 28年 11月 20日）におけるアンケート結果（n=177） 
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④川や沼の水環境を改善します 
第１期での取組の実績   

＜かつて繁茂していた沈水植物等の再生＞ 

昭和 40 年代頃まで印旛沼では、沈水植物をはじめとする多くの水草が繁茂し、それらの水
草によって水質が浄化され、またモク採りなどを通じて水草が農地の堆肥として有効活用さ
れることにより印旛沼に流入した栄養塩類が流域に戻るといった物質循環が形成されていま
した。その中で、印旛沼開発事業は、治水安全度の向上や利水の安定供給などの恩恵を地域
にもたらした一方で、湖岸形状や、流れ・水深の変化などによって、印旛沼内の生態系は大
きく変化し、今ではオニビシなど数種を除き、ほとんどの沈水植物・浮葉植物は姿を消して
しまいました（下図、「印旛沼の水辺 今むかし」を参照）。 

そこで、かつての印旛沼に繁茂した水草を、沼の土中に眠っている種子（以下、埋土種子）
から再生させるとともに、その生育環境を保全・再生させるため、植生再生実験や植生帯整
備を行いました。まず植生再生実験を行い、干拓によって失われた印旛沼由来の水草（特に
沈水植物）の再生のポテンシャルや発芽条件の確認を行いました。その成果を植生帯整備に
活用し、沈水植物群落を中心とした水草の再生を実施しています。 
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＜植生再生実験＞ 

植生再生実験の目的 

かつて印旛沼で繁茂していたが現在では消失してしまった水草の埋土種子が発芽のポテン
シャルを持っていることの確認と、その発芽に必要な条件の確認を目的に植生再生実験を実
施しました。 

植生再生実験の主な成果 

①沼底に残る埋土種子から水草の再生に成功 

・印旛沼の底泥を採取し、バットにまきだし、水草の発芽を確認しました。 

・高水敷や干拓地を掘削し、干拓によって埋め立てられたかつての沼底を露出させ、そこに
残っている埋土種子の存在と発芽能力を確認しました。 

【実施した実験】：底泥まきだし実験、高水敷発芽実験 等 

 
②現在の印旛沼の水質において発芽を確認、発芽に必要な条件を把握 

・現在の印旛沼の環境で沈水植物が再生し、生育することを確認しました。 

・ただし、沼底に光が届く水深 50cm 以浅であること、底泥の極端な移動が無いこと、アメ
リカザリガニ等の食害生物（水草を食べてしまう生物）からの影響を抑えることが必要で
あることを確認しました。 

【実施した実験】：沈水植物発芽・定着確認（タライ）実験、養殖池植生再生実験 等 

  

底泥を採取 バットにまきだし 発芽を確認 

底泥まきだし実験の様子 

沈水植物発芽・定着確認（タライ）実験の様子 

タライに埋土種子入の底泥を敷き、
水深別にセット 

どの水深まで、発芽・生育するかを
確認（水深 50cmまで確認） 
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＜植生帯整備＞ 

植生帯整備の整備方法 
植生再生実験によって、印旛沼の沼底には、発芽可能な埋土種子が存在しており、その発

芽には沼底に充分な光が必要であることがわかりました。そこで、以下に示す主な2つの方法
で植生帯整備を実施しています。 

①埋土種子を含んだ底泥で盛土し浅瀬をつくる方法 

②埋土種子を含む沼底に光が届くように水位を変動させて浅瀬をつくる方法 

現在印旛沼では、9カ所の植生帯整備を実施しています。（36ページに整備状況図） 

 
水草を再生する取組（植生帯整備）  
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植生帯の整備状況 

 
 

再生に成功した水草 

・植生再生実験・植生帯整備によって、合計 39種の水草の再生に成功しました。 

・再生した水草は、系統維持拠点（県立中央博物館と植生帯整備箇所（甚兵衛大橋工区、八代 1
工区等）において管理・維持しています。 

 
 これまでに再生した種 
浮葉植物 
(11種) 

ウキクサ、アオウキクサ、サンショウモ、ガガブタ、アサザ、ヒシ、オニビシ、ヒメビシ、トウビシ、 
トチカガミ、ヒシモドキ 

沈水植物 
(27種) 

イヌタヌキモ、ミズヒキモ、ヒルムシロ、ヒルムシロ属、エビモ、ササバモ、ガシャモク、インバモ、 
ホザキノフサモ、ヒロハノエビモ、イトモ、リュウノヒゲモ、ヤナギモ、センニンモ、マツモ、ミズオオバコ、
クロモ、セキショウモ、コウガイモ、ムサシモ、イバラモ、トリゲモ、オオトリゲモ、イバラモ属、ホッスモ、
シャジクモ属、フラスコモ属 
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植生帯整備の主な成果と課題 

植生帯整備における4つの主な成果を以下に示します。埋土種子からの水草の再生、沈水植
物の生育環境に関する知見を蓄積しました。 

一方で、現在の印旛沼の水質・底質の状況や、他生物による食害の影響があるため、沈水
植物群落の形成と長期的な維持には、手厚い維持管理が必要であり、すぐには大規模な群落
の再生は難しいことがわかりました。 

①：抽水植物群落の拡大 

・植生帯整備箇所では、整備後数年で抽水
植物が拡大し、良好な湿地環境が形成さ
れました。特に水際部からの緩傾斜条件
下では、抽水植物への遷移が早く進むこ
とを確認しました。 

・抽水植物帯の中で、多様な生物の生息や
透明度の改善などが確認されました。 

②：沈水植物、浮葉植物の系統維持 

・埋土種子の存在、静穏域・浅水域の創出
など、条件を整えれば、沈水植物・浮葉
植物群落の再生が可能であることを現場
レベルでも確認しました。 

・沈水植物群落を現在の環境で維持するに
は、定期的な管理作業（食害生物の管
理、干し上げ等底質改善、湿地性植物の
管理等）が必要になることを確認しまし
た。 

③：食害防止に関する知見蓄積 

・アメリカザリガニなど食害生物からの影
響を食害防止柵（シェルター）などを活
用することが、沈水植物の再生・維持に
有効であることを確認しました。 

④：水草の再生に関する知見蓄積 

・埋土種子からの群落再生が可能であるこ
と、浮泥の有無が大きな影響をあたえる
こと、一定規模の群落になれば食害影響
があっても群落を維持することが可能で
あることを確認しました。  

再生した抽水植物群落[北須賀工区] 

再生した沈水植物群落[八代 1工区] 

食害防止柵 
（シェルター） 
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課題 

第１期での取組実績を踏まえた今後の課題は、以下とおりです。 

○長期：抽⽔・浮葉・沈⽔植物といった⽔深条件に応じた多様な⽔草群落が存在していた、
かつての湖岸の保全・再⽣を⾏っていく必要があります。 

また、まだまだ印旛沼の⽔質改善という⾯では明確な改善は⾒られず、印旛沼
健全化の⽬標達成に向けて、印旛沼の⽔質形成機構の解明や、より効果の⾼い⽔
質改善⼿法の研究・開発が必要です。 

○短期：抽⽔植物の拡⼤をはじめとする⽔草の⽣育環境の保全・再⽣が必要です。また、
将来に向けて再⽣した沈⽔植物等の系統維持を⾏っていく必要があります。 

第２期における方針 

・効果的・効率的な水質改善対策を実施し、その有効性について検証を行い、整備方法を確立
していきます。さらに、将来の水質目標達成に向けて、中・長期的な対策の検討を進めます。 

・沈水植物等は、市民や市民団体等と連携し利活用を視野に入れて、系統維持拠点で保全して
いきます。 

 
第２期における主な取組 

■水質改善対策の実施（水辺のエコトーンの再生） 
これまで、沼内対策として植生帯整備（沈水植物）による水草再生により水質改善対策を

行ってきました。この対策の中で、植生帯整備（沈水植物）の大規模な展開には時間を要す
ること、手厚い維持管理が必要なことが明らかになりました。また、かつて水質の浄化、動
物のすみ場、湖岸の保護や景観の形成など、様々な機能を保有していました湖岸・水辺のエ
コトーンは、現在それが失われている場所が多くあります。 

そこで、これまで実施してきた植生帯整備の成果と課題を踏まえつつ、沼の効果的・効率
的な水質浄化対策の検討を進め、その有効性について検証しながら、浚渫を組合せた水辺の
エコトーンの再生（抽水・浮葉・沈水植物）などの整備を実施していきます。整備箇所につ
いては、効果的で、利水や漁業への影響が少ない場所を関係者と協議しながら選定します。
また、一部に深みを残し魚類等の生息しやすい環境を創出する等、多様な場の整備を検討し
ます。併せて、沼内の栄養塩類（窒
素、りん）を吸収して繁茂したオニビ
シを、生態系への影響に配慮しながら
刈り取ることにより、水質の浄化、貧
酸素の軽減、沈水植物の再生等に努め
ます。 

★関連する強化対策 
13：水辺エコトーンの保全・再生 

 （→78ページ参照） 

水辺のエコトーン［イメージ］ 



 

39 

 

 

 
さらに、「印旛沼流域かわまちづくり計画」とも連携し、環境学習や水辺の活動の場など

として利活用していくことを検討します。 

■水草の系統維持 
印旛沼の水環境を高めていくためには、これまで再生

してきた固有の種を絶やさないことが重要で、このため
の取組を「系統維持」と呼んでいます。印旛沼に整備さ
れた系統維持拠点（八代 1 工区、甚兵衛大橋工区、臼井
田工区等）は、ある程度の種の遷移は許容しながら、印
旛沼の代表的な沈水植物が生育できるよう管理していま
す。さらに、種そのものが絶えることがないよう、中央
博物館と連携し、その敷地内の樽型水槽で沈水植物等を
維持しています。 
また、環境学習、モニタリング等を通じて市民・市民

団体とも連携して、系等維持に取組んでいきます。 

取組の役割分担 

各主体の役割分担は以下のとおりです。 

市民、市民団体  植生帯整備箇所の維持管理やモニタリング等に参加します。 
漁業協同組合、 
農業者（農家、土地
改良区 等） 

 水辺エコトーンの保全・再生を推進します。 
 低地排水路などで繁茂している水草の保全・再生を推進します。 
 植生帯整備箇所の維持管理やモニタリング等に参加します。 

企業  より環境にやさしい土壌改良材の開発など、技術開発を進めます。 
流域市町  流入河川などにおける水草の保全・再生を推進します。 

千葉県  水辺エコトーンの整備を検討・実施します。 
 整備実施後のモニタリングを実施します。 

千葉県 
（中央博物館等） 

 系統維持拠点の維持管理を実施します。中央博物館での水草の系統
維持を継続して実施します。 

 環境学習やモニタリングなど、市民・市民団体等と連携した利活用方法
を検討します。 

調査研究機関  水辺エコトーンの整備方法や評価について助言を行います。 
水質改善工法検討・
水草再生ワーキング 

 水辺エコトーンの整備候補箇所の抽出や整備後のモニタリング結果の確
認・助言など技術的支援を行います。 

取組指標と目標値 

以下の指標で取組の進捗を管理していきます。 

取組指標 現状 
目標値 

2020(H32)年度 
把握・算出方法 

水辺エコトーンの再生 － 整備方法の確立 
印旛沼水質改善技術 
検討会の取組実績 

中央博物館 

八代 1工区 
系統維持の実施状況 
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⑤ふるさとの生き物をはぐくみます 
第１期での取組の実績   

＜湧水と谷津・里山の保全＞ 

・印旛沼流域の特徴的な自然環境である谷津・里山で
は、湧水が湧き、湿地があり、そこには多様な生き物
が生育・生息、繁茂・繁殖しています。 

・谷津・里山の保全については、千葉市や佐倉市、八千
代市などの行政で谷津・里山の保全に関する計画が策
定され、また、市民団体によって里山の保全活動が実
施されているなど、ふるさとの生き物をはぐくむ取組
が行われています。 

・その一方で、管理されていない竹林の拡大や谷津の埋
め立ての問題も懸念されています。 

・谷津・里山の保全を推進するために、生き物の生育・
生息・繁殖の情報や適切な保全・管理手法などの基礎
情報が求められていました。 

・そこで、生態系ワーキングでは、まず市民、市民団体
や小中学校と連携し、水草探検隊を結成し、流域河川
の水草の分布や河川構造物等の調査を行い、その結果
を「水草マップ」「川の健康診断マップ」として取り
まとめました。マップは、WEBサイト「いんばぬま情
報広場」にて公開しています。 

  

水草探検隊で作成した水草マップ 

  

水草探検隊で作成した川の健康診断マップ 

  

保全された里山 
  

WEBサイトでの 
マップの公開 



 

41 

 
 
 

＜河川や印旛沼における自然豊かな水辺の再生・創出＞ 

・流域の河川では、多自然川づくりが進められています。また、印旛沼の沼内では植生帯整備
が行われており、印旛沼在来の水草を埋土種子から再生しました。（詳細は、「④川や沼の水
環境を改善します」を参照）。 
＜ナガエツルノゲイトウ、カミツキガメ等侵略的外来生物の管理＞ 

・カミツキガメは、「カミツキガメ防除実施計画(千葉県)」に基づく防除を実施しています。 

・生態系ワーキングでは、ナガエツルノゲイトウなど社会等への影響の大きい植物を要管理植
物として、その管理方針を定めた「要管理植物の管理計画（案）」を作成しました。なお、
「要管理植物の管理計画（案）」は、現場での実践を踏まえて適宜見直しを行うこととしてい
ます。 

・このような中で、洪水時に大和田排水機場の塵よけスクリーンに漂着することにより排水運
転に支障を生じさせるおそれのある桑納川等のナガエツルノゲイトウを対象として、2015(平
成 27)年度から、市民、大学、研究機関、民間企業、水資源機構、市町、県等の連携による協
働駆除作戦を開始しました。この取組の成果として、駆除を継
続して実施することによる再繁茂の抑制効果や多様な主体の連
携による管理体制についての糸口にすることができました。こ
れら協働の取組の内容は、WEB サイト「いんばぬま情報広
場」にて公開しています。 

 
課題   

第1期では水草等の現状把握と外来種の管理などを実施してきましたが、この実績を踏まえ
た今後の課題は、以下のとおりです。 

○長期：流域の生物多様性の保全・再生を推進できる仕組みづくりや、駆除後の処分を含
めた要管理植物等の効果的・効率的な管理の仕組みづくりが必要です。 

○短期：多様な主体が生物多様性の保全・再生に各々の取組の意義を見出すとともに共有
し、地域連携の仕組みづくりや、治水リスクの低減のためのナガエツルノゲイト
ウの効果的・効率的な駆除方法・体制の確立が必要です。  

協働駆除作戦の様子 
  

協働駆除作戦の様子 
  

＜協働駆除作戦の目的と目標＞ 
目標：治水リスクの低減 
目的①：ナガエツルノゲイトウの 

効率的な管理方法の検討 
目的②：地域協働の仕組みづくり 
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第２期における方針   

・ナガエツルノゲイトウの協働駆除といった、具体的な取組を通じて、多様な主体が連携した
取組を実現することの可能性が確認されました。このように、多様な主体の連携による様々な
取組を通じて、自然や環境と調和した地域づくり（エコロジカル・ネットワークの形成）を推
進していきます。 

・新川・桑納川・神崎川におけるナガエツルノゲイトウ駆除は、第1期の成果を踏まえ、治水上
のリスクの低減をはかるとともに、駆除方法の確立管理体制の構築を目指します。 

 

第２期における主な取組 

■エコロジカル・ネットワーク形成の推進 
生き物の生息・生育・繁殖環境に配慮した河川整備や農業排水路整備や調整池など都市部

の既存ストックの生態系拠点としての活用といったグリーンインフラの取組を進めることに
よって、エコロジカル・ネットワーク形成を推進します。 

また、取組を進めるためのツールとして、印旛沼流域における重要な保全すべき地域や課
題を抱えている地域等を共有します。これをもとに、自然環境等に配慮した多自然川づくり、
河川合流点等における段差の解消、調整池や民地を活用した湿地の再生（浸透ワーキングと
連携）、植生再生（水草再生ワーキングと連携）、系統維持拠点の維持管理、外来種の管理
等を、様々な主体の連携のもとに行うことで、エコロジカル・ネットワークの形成を推進す
る一方で、生物多様性を地域の資産と捉えて、エコツーリズムなどへの活用を図ります。 

■治水リスク低減に向けたナガエツルノゲイトウの管理 
第 1 期に実施したナガエツルノゲイトウ協働駆除

作戦を継続し、大和田排水機場の治水リスクを低減
させるとともに、ナガエツルノゲイトウの効果的・
効率的な駆除方法、地域協働の確立を図ります。 

また、駆除した植物体の処分にあたって、バイオ
マス等への有効活用について、関係機関と連携して
検討します。 

このナガエツルノゲイトウ協働駆除作戦における
成果は、要管理植物の管理計画（案）に反映し、そ
の他の流域での取組につなぎます。  

★関連する強化対策 
18：エコロジカル・ネットワーク
の形成 
（→83ページ参照） 

19：多自然川づくりの推進 
（→84ページ参照） 

20：谷津及び里山の保全・活用 
（→85ページ参照） 

21：外来種の駆除 
（→86ページ参照） 
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取組の役割分担 

各主体の役割分担は以下のとおりです。 

市民 
市民団体 

 谷津、里山やビオトープなどの維持管理の活動に参加します。 
 ナガエツルノゲイトウの駆除作戦に参加します。 
 エコロジカル・ネットワークの形成に向けた各種取組に参加します。 

農業者 
（農家、土地
改良区） 

 環境に配慮した農業用排水路の維持管理を行います。 
 ナガエツルノゲイトウの駆除作戦に参加します。 
 カミツキガメ等の駆除を行政と協働で実施します。 

漁業協同組合  ナガエツルノゲイトウの駆除作戦に参加します。 
 カミツキガメ等の駆除を行政と協働で実施します。 

流域市町 

 千葉県里山保全条例等に基づき、里山保全活動の支援を行います。 
 多自然川づくり等、各種事業を実施する際には、必要に応じて専門家にアドバイスを求
めるなど、地域性に応じて自然に配慮した事業を実施します。 

 ナガエツルノゲイトウ駆除作戦に参加します。 

千葉県 

 千葉県里山保全条例等に基づき、里山保全活動の支援を行います。 
 多自然川づくり等、各種事業を実施する際には、必要に応じて専門家にアドバイスを求
めるなど、地域性に応じて自然に配慮した事業を実施します。 

 ナガエツルノゲイトウ駆除作戦に参加します。 
 カミツキガメの防除計画に従い、防除活動を実施します。 

国土交通省  関東エコロジカル・ネットワーク形成の視点から取組を支援します。 

水資源機構  利水・治水の総合的な観点から、ナガエツルノゲイトウの対策に参加します。 

調査研究機関  ナガエツルノゲイトウ等の効果的で効率的な駆除方法等に助言します。 
 空撮によるモニタリング手法など、外来生物の分布把握を推進します。 

生態系 
ワーキング 

 各種取組の成果を収集・整理し、要管理植物の管理計画（案）の更新を行います。 
 生態系保全上の重要箇所や課題の残る箇所の見える化等、エコロジカル・ネットワーク
形成にあたって利水・治水・環境を一体化して推進するツールを作成するとともに、各種
取組に関する技術的支援等を行います。 

 

取組指標と目標値 

以下の指標で取組の進捗を管理していきます。 

取組指標 現状 
目標値 

2020(H32)年度 
把握・算出方法 

特に重要な箇所における保全・
再生の取組箇所数 

0箇所 5箇所 生態系WGの取組実績 

ナガエツルノゲイトウによる実害の
解消 

0箇所 1箇所 生態系WGの取組実績 
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■コラム：「エコロジカル・ネットワーク」と「グリーンインフラ」 

＜エコロジカル・ネットワーク＞ 

生態系の保全・再生・創出は流域全体で実施していくべきものですが、それを一挙に実現
することは非常に難しいことです。そこで、まず、重要な生態系の拠点の適切な配置やそれ
らのつながりを明らかにし、これに沿って生態系の保全・再生・創出に資する取組を展開し
ていく必要があります。この生態系の拠点の適切な配置やつながりのことをエコロジカル・
ネット ワークと言います。 

エコロジカル・ネットワークを形成していくためには、人と自然との関係を踏まえ、食料
生産や水害対策、バイオマス利用などが生態系の保全・再生・創出に及ぼす副次的な効果を
充分活用していくことが重要です。 

全国的な取組事例としては、兵庫県のコウノトリの野生復帰（詳細は次ページ参照）や関
東エコロジカル・ネットワークなどがあり、関東エコロジカル・ネットワークにおける拠点
エリアのうちの１つである北総エリアに、印旛沼も位置づけされています。 

 
 

エコロジカル・ネットワークのイメージ 
出典：人と自然との美しい共生エコロジカル・ネットワーク（平成 16年 3月 国土交通省） 

＜グリーンインフラ＞ 

グリーンインフラとは、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然
環境が有する多様な機能（生物の生息の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等）を
活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進めるものです。 

例えば、多自然川づくりや公園の緑地整備、調整池等雨水貯留施設での水草の再生などに
より、治水だけでなく、生き物の生育・生息環境や多様な河川景観を保全・創出することが
でき、さらにレクリエーションの場としての機能も持つようになります。  
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■コラム：兵庫県豊岡市におけるコウノトリ野生復帰に係る取組 
＜取組の概要＞ 

エコロジカル・ネットワーク形成の先進事例とし
て、豊岡市におけるコウノトリの野生復帰の取組があ
ります。 

兵庫県立大学併設のコウノトリの研究機関である
「兵庫県立コウノトリの郷公園」を核に、科学的な根
拠を基にして、行政機関や地域住民、企業等様々な分
野の関係者が連携し、コウノトリの野生復帰に向けた
取組が実施されています。 

2004(平成 16)年の台風 26 号による円山川の氾濫と
いう甚大な被害を受けながらも、地域は治水一辺倒に
ならず治水と環境保全が両立する湿地の再生という手
法を選択し、災害さえも契機と捉えてコウノトリ野生
復帰に向けて関係者一丸となった取組が実施されまし
た。2013(平成 25)年現在、70 個体を超えるコウノト
リが野外で生息するまでに至っており、コウノトリ野生復帰検証委員会では、この一連の取
組を総括し「ひょうご豊岡モデル」としてまとめています。 

＜ひょうご豊岡モデル＞ 

「ひょうご豊岡モデル」の特徴は、コウノトリの野生復帰に向けて地域に密着した県立大
学併設の研究機関を設置することによって、政策展開だけではなく、地域づくりの推進力は
地域社会であることを共有し、「共感」をキーワードに科学、行政、地域社会が相互に連携
するシステムを設計してきたことにあります。 

市民と地域社会がコウノトリと共に生きる『決意』を共有できた背景にある、「こころ」
の動きに着目して「共感」を評価軸とし、施策の代表分野（河川分野・農業分野・地域社会
分野）における取組の広がり・つながりについて、『生き物を愛する心・郷土を愛する心・
生活の安定を望む思いに対する共感』の視点から以下のようにまとめられています。 

 
ひょうご豊岡モデルの概念※ 

※出典：コウノトリ野生復帰に係る取組の広がりの分析と評価 （コウノトリ野生復帰検証委員会）  

水際で採餌するコウノトリ 
（豊岡市中貝市長提供） 
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■コラム：特定外来種 
もともとその地域にいなかった生物が、人間の活動によって他の地域から持ち込まれ、野生

化してしまったものを「外来種」といいます。（もとからその地域にいる種は「在来種」とい
う） 
そして、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあ

る海外起源の外来種の中で、外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関
する法律）に指定されているものを「特定外来生物」といいます。 

印旛沼流域でも特定外来生物が問題になっています。 

 
【ナガエツルノゲイトウ：大和田排水機場の問題】 
ナガエツルノゲイトウは、台風などの大雨の際に、群落が流出して、排水機場（大雨の際に

洪水を吐き出すための施設）に漂着し、排水作業に支障をきたす恐れがあるなど、地域の安
全・安心に悪影響を及ぼす問題が生じています。 

 
 

新川を流れる群落の様子  大和田排水機場に漂着した群落 

  

10ｍ 

10ｍ 

カミツキガメ 

  

ナガエツルノゲイトウ 

  

カミツキガメは、北アメリカから中米原産で、
かつてペット用として大量に流通していまし
た。大型に成長し、様々な生物を捕食し、生態
系に影響を及ぼします。印旛沼の周辺や鹿島
川、高崎川で繁殖が確認されています。 

ナガエツルノゲイトウは、南アメリカ原産で、
観賞用に持ち込まれたとされています。 

水路、河川、湿地等に生える水草で、水流を 
阻害して在来の水生生物の生活を阻害します。 
印旛沼・流域全体で拡大しています。 
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⑥水害からまちや交通機関を守ります 

第１期での取組の実績 

 
＜印旛沼・河道の整備＞ 

・印旛沼堤防の嵩上げや、流入河川や放流河川の河道整備により、印旛沼や流入河川での治水
安全度は着実に向上しています。 

・しかしながら、2013(平成 25)年の台風 26 号による計画を超える降雨によって、印旛沼堤防
からの溢水などにより多くの箇所で浸水被害が発生しました。引き続き整備を進めていく必要
があります。 

  
＜その他＞ 

・流域においては、降雨時の流出を抑制するた
め流域対策（雨水貯留・浸透施設の整備等）を
進めています。 

・「印旛沼流域かわまちづくり計画」による一
里塚整備では、堤防の強化にもつながる整備を
進めています。 

 
 

課題 

第１期での取組実績を踏まえた今後の課題は、以下のとおりです。 

○長期・短期課題：地球温暖化の影響により、異常気象や気象災害の多発が懸念されるな
ど、今度は河川改修だけでなく、降雨時の流出抑制のため、貯留・浸透対策等の
流域対策を連携して取組んでいく等、総合的な治水の観点に基づき、ハード・ソ
フト面から必要な対策を実施していくことが必要です。  

河道整備状況 
  

かわまちづくりによる一里塚整備 
  

腹付盛土、坂路、階段：
河川管理者

上記以外：関係市ほか

機能
防災・堤防強化、景観、利用等

台風 26号による浸水状況 
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第２期における方針   

・総合的な治水の観点でハード・ソフト両面の取組を推進していきます。 

 

第２期における主な取組   

■河道の整備、計画堤防高さの維持 
流入河川、放流先河川の河道整備や印旛沼の計画堤防高

さの維持を行い、治水安全度の向上を図ります。 

■その他 
流域では、降雨時の流出を抑制し、床上・床下浸水や道

路冠水を軽減するため、雨水浸透・貯留施設の整備などを実施します。また排水機場の維持
管理等を行い、出水時の治水リスクの低減を図ります。 

役割分担 
各主体の役割分担は以下のとおりです。 

市民・ 
市民団体 

 住宅に雨水浸透マスや貯留槽の設置など、自宅でできる治水対策を推進します。 
 水防活動などに積極的に参加します。 

企業  事業所、工場等に雨水浸透マスを設置し、駐車場に透水性舗装を整備します 
土地改良区  沼周辺の排水機場の整備・維持管理を行います。 

流域市町  市民、企業へ浸透施設の設置・貯留施設の整備を指導します。 
 環境に配慮した河川整備を行います。 

千葉県 
 鹿島川や高崎川、印旛放水路（花見川）等の河道改修、印旛沼の築堤を行い
ます。 

 流域での浸透対策、貯留対策を推進します。 
農林水産省  農業用排水機場の整備を行います。 
調査研究機関  総合的治水の観点で施策に助言します。 
水資源機構  印旛排水機場、大和田排水機場の維持管理を行います。 

取組指標と目標値  

以下の指標で取組の進捗を管理していきます。 

取組指標 現状 目標値 
2020(H32)年度 把握・算出方法 

河道整備延長 5,337m 2,658m増 実施主体への調査 

★関連する強化対策 
22：流下能力の向上 

（→87ページ参照） 
23：治水施設の質的改良 

（→88ページ参照） 
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⑦水辺を活かした地域づくりを推進します 
第１期での取組の実績   

＜使えば使うほど川や湖沼はキレイになる＞ 
・印旛沼及びその流域には、都市や成田空港から近距離にありながら、貴重な里沼（水辺＋里
山）が残されており、周辺には数多くの歴史・文化資産が点在しています。また、約 22kmに
及ぶ自転車道が整備されており、東京湾から利根川までサイクリング利用者がいます。 
・しかしながら、鉄道駅から約 2～3km と距離があり、また、周辺が優良農地であることから、
既存の駐車場は、双子公園等、数箇所にとどまっており、印旛沼へのアクセスの向上が課題と
なっています。また、水辺を見渡せる堤防天端が舗装されておらず、堤内地側に低地排水路が
あるなど、水辺にアプローチしにくくなっています。このように印旛沼の水辺等を地域資産と
して十分に利活用しきれていない状況です。 
・一方で、国内では、大阪府の道頓堀川、広島県の京橋川など河川を地域資産として積極的に
利活用することにより、地域活性化を図る取組が注目されています。特に、徳島県の新町川で
は、水辺を積極的に利活用することで、地域の活性化を図るだけでなく、流域の人々の関心を
あつめ、それを原動力として水質改善を図っています。 
・2010(平成 22)年に開催された「川と沼ですて
きな！体験を提案する全国大会 in ちば」／印旛
沼に接する５市町（佐倉市、成田市、印西市、
酒々井町、栄町）の首長サミットにおいて、利
活用を通じた水環境改善を図っていくことにつ
いて共通認識が図られ、印旛沼流域水循環健全
化会議に水と地域のネットワーク WG が新たに
設置されました。 

 
＜流域内での水辺利用に関する動き＞ 
・上記の動きと前後して、流域全体または個別に様々な取組
が行われてきました。 
・流域全体においては、印旛沼里山ウォーキングマップを製
作し、ウォーキングやサイクリング愛好者を中心に非常に
好評です。欧州、特にドイツなどでは、まちなかや周辺で
のウォーキングが文化として定着しており、書店にはウォ
ーキング用の「ワンダーカルテ」のコーナーが設けられ、1000 円程度で販
売されています。印旛沼里山ウォーキングマップは、このワンダーカルテ
を参考に作られた流域散策マップです。 
・印旛沼里山ウォーキングマップをベースとして、沿岸５市町の観光資源と
タイアップさせた印旛沼周辺なびマップが作成され、ウォーキングマップ
とともに公共施設等で無料配布しているほか、ウェブサイト「いんばぬま
情報広場」にて閲覧、ダウンロードできます。 
いんばぬま情報広場 http://www.inbanuma.com/ 

ドイツの本屋での
ワンダーカルテのコーナー
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・佐倉市では、印旛沼周辺地域の活性化推進プランを策定し、印旛沼湖畔の「佐倉ふるさと広
場」及び周辺丘陵地の「佐倉草ぶえの丘」、「サンセットヒルズ」を中心とした印旛沼周辺地
域について、自然体験や農作業体験等を行うグリーンツーリズムや余暇体験活動等が盛んに行
われる地域になることを目指しています。そこで、「佐倉草ぶえの丘」において①滞在型市民
農園、②滞在型シェアハウス、③農産物観光施設・調理体験施設、④直売所の整備などを、
「サンセットヒルズ」において①市民農園・観光農園、②コミュニ
ティールーム、③シャワールームなどの整備を、「佐倉ふるさと広
場」において①佐蘭花の改修・作業棟、船着場などの整備を計画し
ています。また、佐倉ふるさと広場脇の鹿島川沿いには、民間によ
る６次産業施設が出店されました。 
・八千代市では、「新川周辺地区都市再生整備計画」に基づく新川沿
いの道の駅やちよ，中央図書館等の水辺の拠点を整備しています。 

 
＜印旛沼流域かわまちづくり計画の登録＞ 
・印旛沼の水辺及び流域の地域資産の利活用の推進を図るため、印旛沼に接する流域の5市町（佐
倉市、成田市、印西市、酒々井町、栄町）が「印旛沼流域かわまちづくり計画」を国土交通省に
登録申請し、2015(平成 27)年 3月に「かわまちづくり※1」支援制度に登録されました。 
・「印旛沼流域かわまちづくり計画」では、水辺及び周辺里山の自然環境、景観、歴史・文化、
農・水産物等の地域資源をネットワークで結び、サイクリングやウォーキング等の活動を組み合
わせた、印旛沼流域の総合的な利活用を推進することにより、『（個人）心と身体の健康』、
『（地域）経済活性化』、および印旛沼への関心を高め、『（流域）水質改善（水循環健全化）』
を図るとともに、併せて『地域防災力の向上』を図ることとしています。 
・これらの実現に必要となる利用基盤として、緊急時における水防活動や船着場、日常時にお
ける維持管理や活動の機能を有する水辺の拠点（２箇所）や、防災・景観・利用・交通結節
点・情報発信等の機能を有するミニ拠点（15箇所）等のハード整備を位置づけています。 
・また、ソフト施策として、流域のブランド力強化のためのイベントの開催、情報発信の強
化・充実等を実施し、印旛沼流域の地域活性化を目指していくこととしています。 

 
＜印旛沼流域かわまちづくり計画の変更登録＞ 
・八千代市を新たに加えた6市町が計画の変
更登録を申請し、2017(平成 29)年 3 月に
変更登録されました。 
・これにより、水辺の拠点を５箇所、ミニ
拠点を 20 箇所整備すること等を位置づ
け、より広域的な施策の展開を図ります。 

 

                                         
1 かわまちづくり：河川空間とまちの空間の融合が図られた、良好な空間形成を目指す取組のこと。観光などの活性化につな
がる景観・歴史・文化等の河川が有する地域の魅力という「資源」や地域の創意としての「知恵」を活かし、良好なまちと水
辺が融合したく関係性の円滑な推進を図るための支援制度であり、国土交通省に登録することで、河川管理者からの各種支援
を受けることができる。 

八千代中央図書館
防災公園
（整備中）

計画対象範囲 
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＜印旛沼流域かわまちづくり計画によるハード整備（利用基盤の充実）＞ 
・水辺拠点及びミニ拠点（一里塚）について、利用者や水辺利活用の事業者のニーズを把握し
ながら、箇所ごとの特性に応じた設計を行い、河川管理者が基盤整備を、市町が上物整備を連
携しながら実施します。 
・緊急時における水防活動、船着場、日常時における維持管理、活動の拠点機能を有する水辺
拠点を整備します。 

 
西印旛沼水辺拠点（佐倉ふるさと広場周辺）の整備イメージ 

 
・「防災」「景観」「利用」「交通結節点」「情報発信」機能を有するミニ拠点（一里塚）を
整備します。 

 
ミニ拠点（一里塚）の整備イメージ 

水草園

テラス

階段
スロープ

高水敷整正

機能
防災・堤防強化、景観、利用等

＜整備後＞

腹付盛土、坂路、階段：
河川管理者

上記以外：関係市ほか

＜整備前＞
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・印旛沼から消失した沈水植物などの水草の生育環境を整備しています。特に臼井田工区につ
いては、水辺拠点の位置づけがあるため、子ども達の自然体験や環境学習、市民団体や研究者
の活動フィールド、活動、レジャーなど、積極的な利活用を通じて保全を図っていくことを検
討していきます。 

 
水草園で生育する沈水植物など 

 
＜印旛沼流域かわまちづくり計画によるソフト施策（流域のブランド力の強化）＞ 
・企業や市民、市町と連携しながら、ハード整備と両輪でソフト施策を推進します。 
・既存利活用プログラム・イベントとの連携及び活用として、さかえリバーサイドマラソンや
佐倉朝日健康マラソンにおいて、スゴインバーを通じて印旛沼流域水循環健全化の広報・啓発
を行いました。 

  
・民間企業と連携したイベント活動として、京成電鉄、北総鉄道、新京成電鉄、東武鉄道主催
による第１０回４社合同ウォークにおいて、印旛沼湖畔及び佐倉ふるさと広場、サンセットヒ
ルズなどの拠点や、徳性院などのビュースポットをルートとして企画し、約１５００人の方に
印旛沼流域の水辺や里山、印西市特産の梨などを楽しんでもらいました。 

マラソン大会で
啓発チラシを
配布

アカインバーが
大会会場で
広報啓発活動
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（4社合同ウォークのポスター）        （４社ウォークの様子） 

・上記イベントと併せて、水辺の利用者ニーズ調査（シールアンケート形式）を実施した結果、
ウォーキングやカフェ・ビアガーデン、水遊び等のニーズが高いことを確認しました。今後の
ハード整備やソフト施策に反映していきます。 

  
（ニーズ調査の様子）            （調査結果） 

・活動・コースマップのプラットフォームとして、「いんばぬま情報広場」内に「印旛沼関連
マップ」を設置し、様々な主体が発行しているウォーキングマップのポータル化を図りました。 

  印旛沼関連マップ 
  http://inba-numa.com/letsgo/mapdownload/mapdownload/ 
 

課題 

第１期での取組実績を踏まえた今後の課題は、以下のとおりです。 

○長期：印旛沼の水辺及び周辺里山の自然環境等の地域資源をネットワークで結び、サイ
クリング等の活動を組み合わせた印旛沼流域の総合的な利活用を推進することが
望まれます。 

○短期：ハード整備やソフト施策の実施にあたって、関係機関や企業、市民等との連携に
よる推進が望まれます。  

西印旛沼

水辺でやりたい
こと総選挙



 

54 

 
 
 
 

第２期における方針 
・関係機関や利用者、事業者とコミュニケーションを図りながら、関係者との連携により、
「印旛沼流域かわまちづくり計画」に基づくハード整備・ソフト施策を実施します。 

 
第２期における主な取組 

■「印旛沼流域かわまちづくり計画」の推進 
 印旛沼流域かわまちづくり計画に基づき、各種取組を実施します。 

＜水辺拠点・ミニ拠点（一里塚）の整備＞ 
●水辺拠点の整備 

西印旛沼に１箇所、緊急時における水防活動、船着場、日常時における維持管理、
活動拠点等の機能を持つ水辺拠点を整備するとともに、北印旛沼における水辺拠点の
整備について検討します。また、利根川合流点水辺拠点および中央排水路水辺拠点整
備や、沼の回遊性を高める中央排水路のルート整備、西印旛沼北側の湖畔沿いのルー
ト整備について、検討します。 

●ミニ拠点（一里塚）の整備 
防災、景観、利用、交通結節点、情報発信機能等を有するミニ拠点を整備します。 

●水辺の利用者及び事業者との連携・協働による水辺の利活用や維持管理の推進 
ハード整備やソフト施策の検討にあたっては、水辺の利用者及び事業者との連携・

協働による、管理と一体となった水辺の利活用を促進します。そのためこれら関係す
る主体とのコミュニケーションを図ります。 

 

＜地域と連携したイベントの開催等による、印旛沼の魅力向上の推進＞ 
●既存利活用プログラム・イベントとの連携及び活用 

流域で開催されるマラソン大会やウォーキングイベント等との連携により、効果的
な広報活動を行うとともに、民間企業と連携した活動やイベントを開催します。 

●新規利活用プログラム・イベントの開発 
印旛沼の水辺や周辺の丘陵地等の特性を活かし、順天堂大学や民間企業等との連携

により、 2や 3、ノルディック・ウォーク 4、
サイクリング、フィッシング等のイベント開催やプログラムづくりを目指します。 

                                         
2 トレイルランニング：森や山中などの未舗装の道（トレイル）を走るスポーツ。以前は山岳マラソンなどと称されていた。
近年のランニングブームや、健康・エコ等への関心の高まりを背景として、自然に触れながら体力増進を図ろうと始める人が
増えている。 
3 スタンド・アップ・パドル：大きめのサーフボードと立ち専用のパドル（オール）を使い、海の上を漕ぐスポーツ。通称
SUP。サーフィンのように波がなくてもできるため、海だけでなく湖や川でも楽しむことができる。 
4 ノルディック・ウォーク：2本のポール（ストック）を使ったウォーキング。全身運動効果の高いエクササイズとして注目
されはじめ、近年日本でも人気が高まっている。 
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●情報発信の強化・充実 
企業等との連携により、訪日外国人観光客向けなどの情報発信の強化・充実を図り

ます。 

●印旛沼流域の魅力・ブランド力の向上 
印旛沼流域の景観のブラッシュアップや、水辺のカフェ等の導入、印旛沼八景の選

定および活用等を検討・実施します。 
水辺拠点等を起点とする観光舟運の導入を検討

します。中長期的には、複数市町にまたがる広域
舟運を目指します。 

取組の役割分担 
各主体の役割分担は以下のとおりです。 

市民・学校・ 
市民団体 

 印旛沼の水辺や周辺の地域資産を積極的に活用します。 
 かわまちづくりの取組に対して、アイデアを出し、参加します。 

農業・漁業・観光等
沼利用者  印旛沼の水辺や周辺の地域資産を積極的に活用します。 

企業  印旛沼の水辺や周辺の地域資産を積極的に活用します。 

流域市町 
 千葉県や水資源機構、企業、市民等と連携して、かわまちづくりを
推進し、水辺拠点等の施設整備等を行います。 

 企業や市民等のかわまちづくりの取組を支援します。 

千葉県 
 流域市町や水資源機構、企業、市民等と連携して、かわまちづくり
を推進し、⽔辺拠点の基盤整備等を⾏います。 

 企業や市民等のかわまちづくりの取組を支援します。 
国（国土交通省）・
水資源機構  かわまちづくりの取組推進に向けて、必要な支援を行います。 

調査研究機関  かわまちづくりの取組推進に向けて、必要な調査研究・支援を行います。 
水と地域のネットワ
ークワーキング  かわまちづくりの取組の技術的助言及び連携調整を図ります。 

 

取組の指標と目標値  

以下の指標で、取組の進捗を管理していきます。 

取組指標 現状 
目標値 

2020(H32)年度 
把握・算出方法 

水辺拠点等の整備箇所数 1箇所 25箇所 実施主体への調査 
ソフト施策実施数 ４施策 11施策 実施主体への調査 

河川敷地の占用件数 ０件 ３件 実施主体への調査 

★関連する強化対策 
24：印旛沼流域かわまちづくり
の推進 （→89ページ参照） 
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⑧環境学習を活発にします 
第１期での取組の実績 

＜印旛沼をテーマとした環境学習の実施＞ 
・学びワーキングでは、子どもたちの印旛沼・流域への関心を高めるこ
とを目的に、印旛沼をテーマとした環境学習の支援に取組んできまし
た。 
・毎年 3 校の小中学校をモデル校に指定し、各学校の地域特性に基づく
様々な学習の実践を支援してきました。2005(平成 17)年度から
2015(平成 27)年度の 11 年間で、合計 18 校の小中学校がモデル校に
指定され、印旛沼学習に取組みました。 
・2015(平成 27)年度からは、印旛沼環境基金と学びワーキングの連携
によるモデル校の支援も始まりました。 
・出前講座メニュー表の作成や、印旛地区教育研究会環境教育研究部と
連携した教員研修会の開催を通じて、教員への支援も行っています。 
・佐倉市の学校教育や生涯学習を担う「佐倉学」に印旛沼学習が位置づけられ、健全化会議との
連携により印旛沼学習を推進する仕組みも整っています。 

課題 
第１期での取組実績を踏まえた今後の課題は、以下のとおりです。 

○長期：環境学習の講師役となる市民や市民団体と、環境学習を行いたい学校とのマッチン
グ、そのための仕組みづくり等により、地域ぐるみで環境学習が継続的に実施され
ることが望まれます。 

○短期：学校での環境学習の推進に向けて、これまでのモデル校での取組成果やノウハウ
を流域の学校に広げていくことが必要です。また、子どもはもちろんのこと、広
く市民の学びを推進していくことが望まれます。 

第２期における方針 
・印旛沼をテーマとした環境学習の広がりと定着に向けて、環境学習に取組む学校や教員へのサ
ポート体制の充実を図ります。 
・市民や市民団体と、学校とのマッチングの仕組みづくりに向けた検討に着手します。 
・印旛沼に関する市民の学びを推進します。 

 

第２期における主な取組  

■学校における環境学習への支援 
印旛沼環境学習に取組む学校に対し、学習内容のアドバイスや講師派遣等の支援を行いま

す。また、これまで実施してきたモデル校の指定について、そのあり方を検討します。  

印旛沼環境学習の様子 

教員研修会の様子 
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■環境学習に取組む教員への支援 
環境学習に取組む教員を支援するため、教員研修会の開催を継続します。また、これまで

のモデル校の支援を通して蓄積されてきた、印旛沼学習のノウハウや成果を踏まえ、教員向
けの環境学習テキストを作成します。 

■支援体制の充実 
印旛沼環境学習に継続して取組める環境づくりに向けて、教員研修会の開催を継続すると

ともに、講師と学校とのマッチングの仕組みづくりや、「出前講座メニュー表」の改善等を
検討します。 

■市民の学びの推進 
印旛沼環境基金や流域の市町等との連携により、講演会や学習会、生涯学習等を通した 

市民の学びの場づくりを推進します。 

取組の役割分担 
各主体の役割分担は以下のとおりです。 

市民・市民団体  学校での環境学習や講演会・学習会等に協力します（講師等）。 

学校  印旛沼をテーマとした環境学習を行います。 
農業・漁業・観光
等沼利用者  印旛沼をテーマとした環境学習に協力します。 

企業  印旛沼をテーマとした環境学習に協力します。 

流域市町・千葉県 
 印旛沼をテーマとした環境学習を支援します。 
 生涯学習等の場を通して、広く市民の学びを推進します。 

印旛沼環境基金 
 講演会や学習会等を開催します。 
 印旛沼をテーマとした環境学習の活動に対して支援を行います。 

国・水資源機構  印旛沼をテーマとした環境学習に協力します。 

調査研究機関 
 印旛沼をテーマとした環境学習の推進に向けた必要な調査研究や、教材開発
等に取組みます。 

学びワーキング 

 印旛沼をテーマとした環境学習や市民の学びに対する助言や支援を行います。 
 教員研修会の企画立案や教員向け環境学習テキストの作成を行います。 
 市民や市民団体と、学校とのマッチングの支援に向けた仕組みづくりの検討に着
手します。 

取組の指標と目標値 
以下の指標で取組の進捗を管理していきます。 

取組指標 現状 目標値 
2020(H32)年度 把握・算出方法 

水環境をテーマとした 
環境学習実施学校数 69校 増加 実施主体への調査 
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⑨共感を広げ、多様な主体との 
連携・協働を推進します 

背景 

＜多様な主体の連携・協働により、相乗効果を生み出そう＞ 

・印旛沼流域水循環健全化の実現に向けては、市民や市民団体、農業・漁業・観光等沼利用者、
企業、流域市町・県・国、研究機関など、多様な主体の自主的な行動が不可欠です。 

・また、関係者の連携により、それぞれの主体が出来ることを持ち寄り（相互補完）、相乗効
果を生み出すことで、流域全体が総力を挙げて取組んでいくことが必要です。 

・健全化計画では、着実な計画推進のために、計画の推進体制として「印旛沼の６者連携」を
位置づけています。 

・健全化計画の策定前の緊急
行動計画期においては、ゼ
ロからの取組スタートであ
り、印旛沼流域水循環健全
化会議のリーダーシップの
もと、みためし行動やわい
わい会議が開催され、流域
の多様な主体の連携に向け
た取組の第一歩を踏み出し
ました。 

 

 

 

 

 

 

 
＜共感を広げる広報と、相互理解を生むコミュニケーションの実践＞ 

・第1期においては、多様な主体の自主的な行動が一層盛り上がり、連携・協働の輪が広がるこ
とを目指し、共感を広げる広報や、相互理解を生むコミュニケーションに取組みました。 

・一方的な広報や一様な情報提供ではなく、「楽しい・健康・おいしい・おしゃれ」などをキ
ーワードに、共感が広がるような工夫や、お互いの活動や想いを共有することで、相互理解を
深めるようなコミュニケーションの工夫を行ってきました。 

・また、印旛沼を知らない人、少し関心のある人、印旛沼流域で活動参加している人など、多
様な人が行動に向けてステップアップしていくことを目指しています。

印旛沼の６者連携 
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第１期での取組の実績 

＜共感を広げる広報＞ 
●イベントにおける広報 
・健全化会議では、流域で開催される様々なイベントに参加し、印旛沼の PR 活動を行いました。
「いんばふれ愛フェスタ（2015(平成 27)年 6 月）」では環境にやさしい農作物の PR や参加
型クイズを、「エコメッセちば（2015(平成 27)年９月）」では参加型の「印旛沼いきものマ
ップづくり」を行うなど、イベントや来場者の特徴に合わせた企画を行いました。 
・また、イベントにおいては、スゴインバーを通してメッセージを発信するなど、共感や楽し
さをを広げる工夫を行っています。 
・印旛沼の魅力発信や健全化の取組の機運醸成を目的とした「印旛沼流域体験・環境フェア」
は、2015(平成 27)年度には第 13回目を迎えました。流域市町や市民団体、企業、学校等が参
加し、活動・研究の紹介や、水辺を楽しむプログラムの提供などが行われ、印旛沼の魅力を発
信する場となっています。2013(平成 25)年度からは、市民企画部会が立ち上がり、多様な主
体の連携に向けた機運が高まっています。 
・流域市町が主催するイベントやマラソン大会など、多様な機会を捉えた印旛沼の PR 活動が行
われています。 

 
 
 
 
 
 

多様な主体の行動を盛り上げる広報・コミュニケーションのイメージ 

参加型のシールアンケート 
（環境フェア） 

 

参加型の印旛沼いきものマップ 
づくり（エコメッセちば） 

スゴインバーによる PR 
（栄町のイベント） 

 

考える・理解する 

知る 

知らない 

行動する 

行動の 

輪を広げる 

Step2 

 

Step3 

Step4 

Step0 

Step1 

応援団・仲間を増やす 
例）連携・協働の仕組みづくり 

知ってもらう 
例）WEB やメディア等による情報発信 
 

＜コミュニケーションのアプローチ＞ 

行動につなげる 
例）気軽にできる取組メニューの提示 
 
理解してもらう 
例）イベント等によるコミュニケーション 
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●WEBサイトによる情報共有 
・健全化会議の取組や流域のイベント等の情報を、WEB サイト「いんばぬま情報広場」を通し
て発信しています。サイトのリニューアル、コンテンツの充実、更新頻度アップ等を行い、サ
イトのアクセス数は増加しています。 
・流域の多様な主体においても、インターネットやブログ、
SNS等を通した情報発信が行われています。 

●学習会等における情報共有 
・流域では、印旛沼環境基金の公開講座や、市町の公民館講
座をはじめ、市民や市民団体、大学等により、印旛沼に関
連する様々な学習会や講習会等のイベントが開催されてい
ます。 

 
＜相互理解を広げるコミュニケーション＞ 
●市民意見交換会の開催 
・第 2 期行動計画の策定にあたり、市民団体等の主催により、市民
意見交換会が開催されました。会においては市民の皆さんの活動
および健全化会議の取組について相互に共有を図り、今後の新た
な連携を生み出す第一歩となりました。 

●多様な主体の連携・協働 
・流域市町では、市民活動支援センター等を通して、市民と行政との
連携が推進されています。 
・健全化会議では、市民や企業・行政が一緒になって印旛沼や周辺河
川・水路の美化・浄化などを進めるための仕組みとして、「印旛沼
連携プログラム」を用意しています。 
・また、印旛沼・流域再生大賞制度により、印旛沼流域の水循環健全
化に資する活動を行っている個人・団体を表彰しています。 

 

 

課題 
第１期での取組実績を踏まえた今後の課題は、以下とおりです。 

○長期：多様な主体の連携・協働が自発的に生まれる場や仕組みづくりが必要です。 

○短期：市民をはじめ多様な主体が連携・協働することにより、印旛沼の水循環健全化に
資する活動を盛り上げ、ムーブメントにつなげていくことが必要です。 

 

印旛沼流域圏交流会における 
健全化会議の取組紹介 

 

意見交換会（富里市） 
 

印旛沼連携プログラム 
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第２期における方針 
・共感を広げる広報や、相互理解を生むコミュニケーションの工夫を継続することで、多様な
主体の連携・協働を推進し、印旛沼流域創生ムーブメントにつなげていくことを目指します。 

・多様な主体の連携促進の場や仕組みづくりについて、検討します。 

 
第２期における主な取組 
＜共感を広げる広報＞ 
■イベントなど多様な機会を通した広報 

環境・体験フェアの開催を継続すると同時に、流域で開催されるイベントなどの機会を捉
えて、印旛沼の広報を行います。また、積極的なプレスリリース等により、メディアを通し
た情報発信の推進を図ります。 

■WEBサイトによる情報共有 
WEB サイト「いんばぬま情報広場」を通した情報共有を継続するとともに、流域の多様な

主体が発信する情報とのリンク等を通して、流域全体として情報発信力を高める工夫を検討
します。 

■学習会等における情報共有 
印旛沼環境基金が開催する「公開講座」をはじめ、流域で開催される学習会や講演会との

連携を通して、広く印旛沼や多様な主体の取組を知ってもらう機会をつくります。 

 

＜相互理解を広げるコミュニケーション＞ 
■多様な主体の連携・協働の推進 

多様な主体の自発的な連携・協働が生まれる場や仕組みづくりについて、検討します。 

また、既存の「印旛沼連携プログラム」や「印旛沼・流域再生大賞制度」の周知・活用を
進めるとともに、制度の充実を図ります。 

■多様な主体とのコミュニケーションの継続 
多様な主体との連携・協働に向けて、継続的なコミュニケーションを行います。 

 

 
  

★関連する強化対策 
27：広報（双方向コミュニケーション）  
 （→92ページ参照） 
28：市民活動との連携・協働（→93ページ参照） 
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取組の役割分担 
各主体の役割分担は以下のとおりです。 

市民・市民団体 
 印旛沼や環境関連のイベントなどへ積極的に参加します。 
 イベントや環境学習講座等を開催し、自らの活動や印旛沼に関連する情報につ
いて、積極的に発信します。 

農業・漁業・観光
等沼利用者 

 印旛沼の水循環健全化に資する取組を、広く知ってもらうことに努めます。 

企業  市民の取組を応援するとともに、自らも活動に参加します。 

流域市町 
 市民や市民団体、関係機関等と協働した、イベントやゴミ清掃を実施します。 
 市民活動の支援を行います。 
 印旛沼の水循環健全化に資する取組を、広く知ってもらうことに努めます。 

千葉県 

 流域の主体が主催する学習会や講習会、イベント等に積極的に参加・協力しま
す。 

 市民と協働して印旛沼流域環境・体験フェアを継続します。 
 市民との連携・協働の仕組みの充実を図ります。 
 WEB サイト等により、積極的に取組の情報共有を行います。 
 市民とのコミュニケーションを行います。 
 印旛沼の水循環健全化に資する取組を、広く知ってもらうことに努めます。 

印旛沼環境基金 
 公開講座やイベント等を開催します。 
 環境保全に関する活動に対して助成を行います。 

国・水資源機構  印旛沼の水循環健全化に資する取組を、広く知ってもらうことに努めます。 

調査研究機関  印旛沼の水循環健全化に資する取組を、広く知ってもらうことに努めます。 

全てのワーキング  ワーキングの取組を、広く知ってもらうことに務めます。 
 

取組の指標と目標値  
 以下の指標で取組の進捗を管理していきます。 

取組指標 現状 目標値 
2020(H32)年度 把握・算出方法 

流域で開催されるイベントとの
連携による広報の件数 11件 61件 健全化会議の実績 

WEB サイトのアクセス数 2429 
アクセス／月 

4000 
アクセス／月 健全化会議の実績 
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■コラム：印旛沼・流域再生大賞制度のあゆみと受賞者・受賞活動 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2012 
（H24） 

制度設立 
【制度の趣旨】 

印旛沼・流域の再生につながる
市民の活動促進に向けて、功績
が顕著な活動を表彰する 

■印旛沼土地改良区 佐倉西部支区 
外来植物(ナガエツルノゲイトウ・ホテイアオイ)を地域力
としたソーシャルキャピタル(農村協働) 
手操川沿線生谷地区で取組む環境美化活動 
(生谷コスモスまつり) 

2014（H26） 
第 3 回 大賞制度実施 
■特定非営利活動法人 八千代オイコス 
よみがえれ花輪川 

2013（H25） 

第 4 回 大賞制度実施 
2015（H27） 

■特定非営利活動法人 NPO 富里のホタル 
高崎川源流域に位置するヘイケボタル自然発生地の
「天神谷津」での環境保全活動 

■特定非営利活動法人 水環境研究所 
印旛沼流域を主に湧水調査と保全・啓発等の活動 

■里山の会 ECOMO 
里山保全と里山における自然観察等の活動 

第 1 回 大賞制度実施 
■白鳥 孝治 
(財)印旛沼環境基金在職中における
さまざまな啓発活動,及び印旛沼・流域
の歴史を中心とした研究 

■千葉英和高等学校 生物研究部 
「印旛沼の水質改善大作戦」 

■佐倉印旛沼ネットワーカーの会 
印旛沼の再生をめざす 

第 2 回 大賞制度実施 

■特定非営利法人 四街道メダカの会 
市民とともに水辺の環境に親しみ保全する会 

■NPO 法人印旛野菜いかだの会 
生物浄化システムと体験環境学習 
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■コラム：印旛沼を知ってもらう取組 

印旛沼について興味を持ち、楽しく知っていただくために、健全化会議では様々な工夫を
行っています。 

 
＜ダムカードの作成・配布＞ 

ダムカードは、2007(平成 19)年度から国土交通省や独立行政法人水資源機構、一部の都道
府県や発電事業者が管理するダムで発行されているカードです。ダムのことをより知ってい
ただく目的で、ダムを訪問された方に配布されています。 カードの大きさや掲載項目を全国
で統一し、表はダムの写真、裏はダムの各種情報を掲載しています。 

西印旛沼ダムカードは、佐倉ふるさと広場 管理棟「佐蘭花」で、北印旛沼ダムカードは
レストラン水産センターで配布しています。 

 
＜キャラクターによる PR＞ 

多くの人に、印旛沼・流域のファンになってもらうことを使命とするヒーロー「スゴイン
バー」が、イベント等において PR 活動で活躍しています。印旛沼の水循環健全化の取組のテ
ーマにあわせて、それぞれ使命を持っており、楽しく印旛沼について知っていただくことを
目指しています。今後も、様々な機会を捉えて PRしていきます。 
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5) 34の対策群の取組内容 

34の対策群の取組内容を次ページ以降に示します。また、34の対策群における各対策の具
体的な内容は、別冊参考資料集に整理します。 

テーマ ※網掛けは推進テーマ 34の対策群 ※網掛けは強化対策 

雨水の貯留・浸透機能を保全・再生
します 

1  雨水の貯留・浸透施設の普及 
2 雨水調整池を活用した汚濁負荷の低減 
3  緑地の保全・緑化の推進 

湧水と地下水を保全します 4 湧水・地下水の保全・活用 

家庭から出る水の汚れを減らします 

5 下水道の普及 

6 
合併処理浄化槽への転換 
（高度処理型合併処理浄化槽の導入） 

7 浄化槽等排水処理機能の維持 
8 家庭における負荷削減 

環境にやさしい農業を推進します 
9 環境にやさしい農業の推進 
10 循環かんがいの推進 

環境への負荷の少ない産業活動を 
推進します 

11 畜産系の負荷削減 
12 事業所系の負荷削減 

川や沼の水環境を改善します 

13 水辺エコトーンの保全・再生 
14 水草の保全・活用 
15 河川・水路等における直接浄化 
16 河川・沼の清掃等 
17 その他水質改善対策の検討 

ふるさとの生き物をはぐくみます 

18 エコロジカル・ネットワークの形成 
19 多自然川づくりの推進 
20 谷津及び里山の保全・活用 
21 外来種の駆除 

水害からまちや交通機関を守ります 
22 流下能力の向上 
23 治水施設の質的改良 

水辺を活かした地域づくりを推進します 24 印旛沼流域かわまちづくりの推進 

環境学習を活発にします 
25 小中学校における環境学習の推進 
26 市民の学びの推進 

共感を広げ、多様な主体との連携・協
働を推進します 

27  広報（双方向コミュニケーション） 
28  市民活動の連携・協働 

取組を推進する仕組み・制度の検討
や調査・研究を推進します 

29 環境調査の実施 
30 研究・技術開発の促進 
31 経済的措置の検討 
32 制度化の検討 
33 負荷総量削減の可能性の検討 
34 地球温暖化への対応 
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1. 雨水の貯留・浸透施設の普及 

 
<主な取組> 
●開発行為に係る貯留・浸透施設の設置指導 

住宅開発の際には、県や市町村が定める指導要綱等に基づき、雨水浸透・貯留施設の設
置を推進します。 

●公共施設における貯留・浸透施設の設置★ 
公立小中学校などの公共施設においては、民有地におけるモデルとなるよう、積極的に

浸透・貯留施設の整備を行います。 

●各戸貯留浸透施設の設置促進 
流域の住宅等の建物における、雨水浸透マスや貯留施設の整備を進めます。また、市町

が定める設置助成制度や、雨水利活用のメリット等について、パンフレットやホームペー
ジ、イベントなどの多様な機会を通して紹介します。 

●貯留・浸透施設の維持管理 
設置している雨水浸透マスや貯留施設は、定期的に清掃を行います。 

●透水性舗装の整備 
道路（歩道）の整備・改修や、駐車場整備の際には、透水性舗装による整備を行いま

す。 
★印は、第 2期で新たに位置づけた取組を表します。 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

開発行為に係る貯留・浸透施設の設置指導   ● ● ●   

公共施設における貯留・浸透施設の設置    ● ●   

各戸貯留浸透施設の設置促進 ●  ● ● ●   

貯留・浸透施設の維持管理 ●  ● ● ●   

透水性舗装の整備   ● ● ●   

流域の市街地や宅地化が進んだことにより、地表面の多くが建物やアスファルトなどで
覆われ、雨水が地下にしみ込みにくくなり、湧水が枯渇しています。また、雨水が地下に
しみ込まず、そのまま地表面を流れる水量が多くなったことで、集中豪雨時の道路冠水や
家屋浸水等の被害が発生しやすくなっています。 
こうした状況を改善するため、雨水の地下への浸透を促したり、一時的に貯留したりす

る貯留・浸透施設の普及を推進し、健全な水循環を取り戻します。 

強化対策 
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2. 雨水調整池を活用した汚濁負荷の低減 

 
 
<主な取組> 

●調整池・調節池の設置、設置の指導 
調整池改良の手引きを活用して、既存の調整池の改良を進めます。また、新規に整備す

る調整池についても、市街地面源負荷削減の効果を高める工夫を行います。 
また、都市部における貴重な自然地としてのポテンシャルを活かし、湿地としての再生

方法の検討や、環境学習や憩いの場としての活用について、検討していきます。 

●調整池・調節池の維持管理 
調整池を改良すると、流入部での堆積量が増加する傾向がみられることから、改良後の

維持管理が重要です。調整池に堆積する土砂を定期的に除去し、調整池での市街地面源負
荷削減機能を維持します。 

 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

調整池・調節池の設置、設置の指導   ● ● ●  ● 

調整池・調節池の維持管理 ●  ● ● ●   

 
 
 

  

雨水調整池は、市街地や住宅団地に設置される人工の池です。一般的には、治水対策の
観点から、降雨時に雨水を一時的に貯留させ、河川への急激な雨水の流出を抑えることを
目的として設置されています。 
これらの調整池は、市街地から流れてくる土砂や汚濁物質も貯留・沈降させることで、

市街地から流出する汚れ（汚濁負荷）を蓄積し、下流へ流出させないという副次的な効果
を持っています。 
第 1 期では、こうした汚濁負荷削減効果をより高めるため、調整池の改良について検

討・実践し、「調整池改良の手引き」として基本的な考え方をまとめました。 
第 2 期では、この手引きを活用して、調整池を活用した市街地面源負荷削減対策の流域

展開に取組みます。 

強化対策 
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3. 緑地の保全・緑化の推進 

 
 
<主な取組> 

●市街地・住宅地の緑化 
県や市町村が定める開発指導要綱や、緑化に関する条例などに基づき、開発に伴う緑化

や公園の設置を推進します。 

●家庭・事業所の敷地内の緑化 
各家庭や事業所において、生垣緑化や駐車場緑化等の緑化を推進します。また、ガーデ

ンコンテストや公園フェスタ、緑化フェア等のイベントを通して、緑化に取組む機運を高
めます。 

●農地の保全・活用 
農業振興地域制度による優良農地の確保や、生産緑地制度による農地の保全に取組みま

す。また、農林水産省の「多面的機能支払交付金」等を活用し、農地を守る取組を推進す
るとともに、農地の多面的機能について積極的な広報を行うことで、農地を地域ぐるみで
守り活用する機運を高めていきます。 

●緑地の保全 
県や市町村が定める緑の基本計画や緑に関する条例などに基づき、流域に残された斜面

林や樹林地等を保全します。 
 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

市街地・住宅地の緑化   ● ● ●   

家庭・事業所の敷地内の緑化 ●  ● ● ●   

農地の保全・活用 ● ● ● ● ●   

緑地の保全 ●  ● ● ●   

地上に降った雨水は、樹木や植物で受け止められ、土にしみ込み地中に浸透し、地下水
として涵養されることから、緑地は健全な水循環を維持・回復する上で、重要な役割を果
たしています。 
こうした緑地の機能の維持・向上に向けて、斜面林や樹林地・農地等の保全および、緑

化の推進に取組みます。 
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4. 湧水・地下水の保全・活用 

 
 
<主な取組> 
  ●湧水調査・地下水利用調査・情報共有 

流域の地下水利用や湧水箇所の調査を実施して、地下水・湧水の保全を図るとともに、
湧水箇所マップの作成などによる情報の共有を行います。 

●地下水の適正利用の推進 
千葉県環境保全条例に基づき、規制対象となる規模の出水に対しては地下水の採取規制

を行い、地下水を過剰に利用しないよう、広報・啓発に努めます。地域の地下水について
は適切な利用の推進に取組みます。 

    

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

湧水調査・地下水利用調査・情報共有 ● ● ● ● ● ● ● 

地下水の適正利用の推進 ● ● ● ● ●   

 
 

  

地下水は、水循環系の中で、降水と地表水を連結し緩やかに流動する特性を持ってお
り、印旛沼の水量確保と水質の浄化という点で、重要な役割を果たしています。 
水道用・工業用・農業用等の重要な水源でもある地下水ですが、無秩序な地下水の使用

を避け、地下水を将来的に持続可能な資源として利用していくことが必要です。 
湧水・地下水の保全・活用に向けて、湧水調査および地下水利用調査やその情報発信に

努めます。 
また、千葉県環境保全条例に基づき、地下水の採取規制を行うと同時に、適切な利用の

推進に取組みます。 
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5. 下水道の普及 

 
 
<主な取組> 

●下水道の整備 
千葉県全県域汚水適正処理構想に基づき、下水道の整備を行います。 

●下水道への接続 
下水道整備区域の住宅は下水道への接続を行います。下水道未接続の住宅については、

市町による接続の指導・啓発を行います。 
 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

下水道の整備    ● ●   

下水道への接続 ●  ● ● ●   

 
 

  

下水処理は、生活や産業活動により生じた汚れた水をきれいに処理してから自然に返す
ものであり、健全な水循環を維持する上で、重要な役割を果たしています。 
特に、印旛沼流域下水道は、その処理水が印旛沼流域以外（東京湾）に放流されるた

め、印旛沼へ流入する水の汚れの量（汚濁負荷量）の削減効果が高いことから、下水道の
整備・普及は、印旛沼の水質改善に向けた重要な対策の一つです。 
こうした下水道の役割・効果を発揮するために、引き続き、公共下水道の整備や下水道

の接続など、下水道の普及に取組みます。 

強化対策 
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6. 合併処理浄化槽への転換（高度処理型合併処理浄化槽の導入） 

 
 
<主な取組> 

●合併処理浄化槽への転換 
補助金交付要綱などに基づき、単独処理浄化槽やくみ取り利用の家庭において、高度処

理型合併処理浄化槽への転換を促進します。 

●高度処理型合併処理浄化槽の普及 
浄化槽設置の補助金制度の活用を促すなど、高度処理型合併処理浄化槽の普及に取組み

ます。 
★高度処理型合併処理浄化槽の中でも、コスト面の負担などから普及が進んでいない

「窒素及びりん除去型」を普及させるために必要な仕組みの検討に取組みます。 
★印は、第 2期で新たに位置づけた取組を表します。 

 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

合併処理浄化槽への転換 ●  ● ● ●   

高度処理型合併処理浄化槽の普及 ●  ● ● ●  ● 

 
 

  

印旛沼流域のうち、下水道整備区域外の生活排水は、浄化槽で処理する必要がありま
す。生活排水による水の汚れの量（汚濁負荷量）の削減に向けて、単独処理浄化槽やくみ
取り（し尿処理場利用）からの転換や、よりりんを除去できる浄化槽の導入など、高度処
理型合併処理浄化槽の普及に取組みます。 

強化対策 
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7. 浄化槽等排水処理機能の維持 

 
 
<主な取組> 

●浄化槽の適正管理の推進 
法定検査未受検の浄化槽管理者に対して、文書による督促等や簡易水質検査をもとに維

持管理の呼びかけを行う等、浄化槽の適正管理を推進します。 
また、浄化槽の適正管理の徹底について仕組みの検討を行います。 

●農業集落排水施設等の適正な維持管理 
農業集落排水施設やコミュニティ・プラント（家庭雑排⽔共同処理施設）の維持管理を

適正に実施します。 
 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

浄化槽の適正管理の推進 ●  ● ● ●   

農業集落排水施設等の適正な維持管理 ●   ● ●   

 
 

  

浄化槽の効果を維持するためには、適正に維持管理を行う必要があります。 
浄化槽法においては、浄化槽管理者（住民）は、「保守点検」「清掃」「法定検査」を

行うことが浄化槽法において義務付けられているものの、千葉県は法定検査の受検率が全
国的にも低い状況です。 
こうした状況を改善するため、維持管理の必要性を様々な場面で周知することで、浄化

槽の適正な管理に取組みます。 

強化対策 
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8. 家庭における負荷削減 

 
 
<主な取組> 

●家庭でできる生活排水対策の普及 
下水道整備区域外の家庭では、家庭でできる生活排水対策に取組みます。また、市民団

体や流域市町、千葉県は、正しい生活排水対策の知識について、各主体の広報や、自治
会・町内会単位でのパンフレット回覧、イベントなどを通じて、呼びかけを行います。 

●環境家計簿（くらしの点検表）の普及 
環境家計簿を普及させることで、節水や汚れた水を出さない意識の向上を図ります。 
 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

家庭でできる生活排水対策の普及 ●   ● ●   

環境家計簿（くらしの点検表）の普及    ● ●   

 
 

  

流域に多くの人口を抱える印旛沼においては、各家庭から出る生活排水による汚れの量
（汚濁負荷量）を削減していくことが必要です。 
特に、下水道整備区域外の家庭からの生活排水は印旛沼に流入するため、市民は、自分

たちの生活と印旛沼との関わりを認識し、日々の生活の中でできるだけ汚れた水を出さな
いような暮らしを意識していくことが求められています。そこで、家庭でできる生活排水
対策の普及に取組みます。 
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9. 環境にやさしい農業の推進 

 
 
<主な取組> 

●環境にやさしい農業の実施 
千葉県が認証等を行う「ちばエコ農業」や「エコファーマー」をはじめとする、環境にや

さしい農業に積極的に取組みます。 

●環境にやさしい農産物の販売促進★ 
「ちばエコ農産物」販売協力店の紹介や、スーパー等における環境にやさしい農産物のＰ

Ｒなど、環境にやさしい農業で生産された農産物の販売促進につながる取組を実施します。 
★印は、第 2期で新たに位置づけた取組を表します。 

 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
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国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

環境にやさしい農業の実施 ● ● ● ● ● ● ● 

環境にやさしい農産物の販売促進 ● ● ● ● ● ●  
 

  

農業では、作物の生育を助けるため施肥を行いますが、過剰に施肥されると、コスト面
でデメリットが大きいだけでなく、肥料成分が河川や地下水に流出し、環境に悪影響を及
ぼすことがあります。 
こうした農業が環境に与える負荷を軽減させるため、化学合成農薬や化学肥料の使用量

をおさえた、環境にやさしい農業を推進します。 

強化対策 
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10. 循環かんがいの推進 

 
 
<主な取組> 

●循環かんがい施設の整備 
国営印旛沼二期農業水利事業などを通して、循環かんがい施設の整備を行います。 

 
出典：関東農政局ホームページ 

 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
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市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
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国
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水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

循環かんがい施設の整備  ●    ●  
 

  

水田は、食料生産の場だけでなく景観形成、貯水機能、生きものの生息場等の機能を有
しており、印旛沼の水循環健全化にも重要な役割を果たしています。しかしながら、水田
に投入された施肥や代かき時期の濁水が印旛沼に入ると、水質悪化の要因になる可能性も
あります。 
こうした水田からの汚れの流入を防ぐため、水田で使用した水を農業用水として循環さ

せることができる、循環かんがい施設の整備に取組みます。 
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11. 畜産系の負荷削減 

 
 
<主な取組> 

●家畜排せつ物処理施設の設置 
家畜排せつ物の処理が簡易対応のみの農家に対して、処理施設設置の指導や助成を行

い、施設設置を促します。 

●畜産堆肥野積みの防止 
定期的な巡回を行い、堆肥の野積み状況を確認し、必要に応じて改善の指導を行いま

す。農家やその連合会などに向けて、野積みが禁止されていることを啓発します。 

●家畜堆肥の畑地への過剰還元の防止★ 
過剰還元の事例が認められる場合には、必要に応じて改善の指導を行います。 
 

★印は、第 2期で新たに位置づけた取組を表します。 

 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
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企
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流
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水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

家畜排せつ物処理施設の設置 ●  ● ● ●   

畜産堆肥野積みの防止 ●  ● ● ●   

家畜堆肥の畑地への過剰還元の防止 ● ● ● ● ●   

 
 

  

これまで、点源負荷削減の主な対策として、生活系の負荷削減に取組んできましたが、
さらなる水質改善のためには、生活系以外の負荷についても削減していくことが求められ
ています。 
家畜の排せつ物などは、高い栄養塩を含んでいるため、施肥として使用されることも多

いですが、過剰に使用したりすると、環境に悪影響を及ぼすことがあります。 
こうした畜産系からの影響が起こらないように、家畜排せつ物処理施設の設置誘導や家

畜堆肥の畑地への過剰還元の防止など、畜産系の負荷削減に取組みます。 
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12. 事業所系の負荷削減 

 
 

<主な取組> 

●廃棄物・残土埋立地の適正管理 
廃棄物については、廃棄物処理法等に基づき適正に処理が行われるよう規制・指導して

います。 
また、残土については、県や市町の残土条例に基づき、土壌の汚染及び災害の発生を未

然に防止するため、一定規模以上の埋立て等を規制しています。 

●事業場排水等の規制指導強化 
水質汚濁防止法に基づき、事業場の立入検査を行い、排水基準値を超過する事業所に対

しては、改善指導を行います。 
また、排水基準が適用されない事業所についても、条例や指導要綱を定め、同様に立入

検査により規制・改善指導を実施しています。 

●環境に配慮した産業の育成・誘致（税制優遇等） 
印旛沼流域内の企業等に出来るだけ環境に配慮した事業を実施してもらうため、そのよ

うな配慮した場合には、税制優遇措置をとるなどの制度を導入し、環境意識の高い企業を
育成・誘致を目指します。 

 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
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市
民
団
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農
業
・
漁
業
・
観

光
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沼
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域
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源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

廃棄物・残土埋立地の適正管理   ● ● ●   

事業場排水等の規制指導強化   ● ● ●   
環境に配慮した産業の育成・誘致（税制優
遇等）   ● ● ●   

各事業所からの排水は、水質汚濁防止法や千葉県環境保全条例等に基づき規制されてい
ますが、ひとたび水質事故が発生すると環境に大きな影響を与えます。 
そのため、定期的に事業場の立入検査を行い、排水処理施設が適正に管理され、排水基

準に適合した排水が公共用水域に排出されていること等を確認します。 
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13. 水辺エコトーンの保全・再生 

 
 
<主な取組> 

●水辺エコトーンの整備 
水辺エコトーンの保全・再生を進めます。 
水辺エコトーンの整備方法については、検討し、整備を実施します。整備を実施する際

は、整備地点の選定や整備方法について各関係者との調整を行いながら進めていきます。
また、一様に連続したような整備ではなく、魚類や鳥類等の繁殖・生育場ととして利用さ
れることが期待できるように、多様な環境を創造する場の整備を行います。 

●環境学習やレクリエーションへの水辺の活用 
水辺エコトーンの整備は、印旛沼流域のかわまちづくり計画におけるミニ拠点整備（一

里塚整備）との連携した利活用を図ります。市民・市民団体や大学等が連携・協働し、水
辺や拠点を活用し、環境学習や水辺体験などを推進し、多くの方が印旛沼に触れる機会を
創出します。 

 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
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市
民
団
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農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
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源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

水辺エコトーンの整備     ●  ● 

環境学習やレクリエーションへの水辺の活用 ● ● ● ● ●  ● 

 

  

長期的には沈水植物を含む水草の再生を目指しつつ、短期的には、抽水植物の拡大を図
ります。 
第 2 期では、かつての印旛沼が保有していた湖岸・水辺の機能を回復させるために、水

辺のエコトーンの保全・再生を図ります。 
沈水植物等は、市民や市民団体等と連携し利活用を視野に入れて、系統維持拠点で保全

していきます。 

強化対策 
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14. 水草の保全・活用 

 
 
<主な取組> 

●河道植生の保全・復元 
護岸工事などを実施する場合は、ヨシ等水草の保全・復元に配慮します。 
貴重な水草の繁茂が確認されている箇所などでは、それらの種の保全・復元を実施して

いきます。 

●水草の系統維持★ 
第 1期までに実施してきた系統維持を中央博物館と連携して実施します。 
新たに再生・確認された水草は、中央博物館において系統維持していきます。 

●オニビシの管理・活用 
印旛沼に繁茂するオニビシの刈り取りを行います。また、刈り取ったオニビシは堆肥化

等有効利用方法を検討します。 
★印は、第 2期で新たに位置づけた取組を表します。 

 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
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学
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市
民
団
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農
業
・
漁
業
・
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光

等
沼
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機
構 

調
査
研
究
機
関 

河道植生の保全・復元  ●  ● ●   

水草の系統維持     ●  ● 

オニビシの管理・活用  ● ●  ●  ● 

 
 

水草は、底泥巻きあげの抑制や栄養塩を吸収する効果を持ち、動物プランクトンや小魚
の隠れ場となるなど、河川や沼の自浄作用を有しています。しかしながら、印旛沼・流域
ではその種数、面積ともに減少傾向です。そうした中、第 1 期では、植生帯整備事業を実
施し、沈水植物などすでに印旛沼では消失していた貴重な水草の再生に成功しました。 
このように河川や印旛沼内における自浄作用の回復や印旛沼固有の水草の系統維持を目

指して、水草の保全・活用に取組みます。 



 

80 

15. 河川・水路等における直接浄化 

 
 
<主な取組> 

●河川・水路を利用した植生浄化 
河川や農業用水路を利用した植生浄化施設の検討・整備・維持管理を実施していきま

す。植生浄化施設は、水質の改善だけでなく、生きもののすみ家を提供することから、整
備後には、市民・市民団体等と連携・協働して環境学習やモニタリング調査の場をして活
用を推進します。 

●浄化施設の維持管理 
河川や公園などに設置された浄化施設の維持管理を実施します。 
 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
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団
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農
業
・
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業
・
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光
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源
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構 

調
査
研
究
機
関 

河川・水路を利用した植生浄化 ●   ● ●   

浄化施設の維持管理 ●   ● ●   

 
 

  

河川や水路等の水質を浄化することは、そこから下流河川や印旛沼へあたえる影響を低
減することができます。また、汚れの発生源に近い方が、一般的に発生源の影響を受けや
すく、浄化効率が高くなります。 
印旛沼へ流入する負荷量を軽減するために、河川・水路等における直接浄化を推進しま

す。 
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16. 河川・沼の清掃等 

 
 
<主な取組> 

●路面・側溝等の清掃 
定期的に路面や側溝の清掃を実施します。 

●河川・水路内堆積物の除去 
河川や水路内に堆積している土砂や不法投棄されたゴミを除去します。 

●ゴミ清掃 
河川や印旛沼、その周辺のゴミ清掃を実施します。一斉清掃や環境イベントなどの機会

を通じて、より多くの方の参加を促します。 

●植生の草刈り 
堤防等の草刈りを定期的に実施します。 

●不法投棄対策 
不法投棄パトロール、監視カメラの設置などによって、不法投棄を厳しく監視していき

ます。また、看板の設置や広報紙に掲載するなど、不法投棄予防の広報・啓発を実施して
いきます。 

●水質事故の監視体制強化 
千葉県異常水質対策要領などに基づき、関係機関との連携を図り、水質事故の抑制・ 

発生時の被害軽減に努めます。 
 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

路面・側溝等の清掃 ●  ● ● ●   
河川・水路内堆積物の除去 ● ● ● ● ●   
ゴミ清掃 ● ● ● ● ● ●  
植生の草刈り ● ● ● ● ● ●  
不法投棄対策 ● ● ● ● ● ●  
水質事故の監視体制強化  ● ● ● ● ●  

河川や印旛沼の中にゴミなどが堆積していると、降雨の際に、それらのゴミが流れて、
水門や排水機場の目詰りなど治水・利水上のトラブルにつながるだけでなく、水質悪化の
原因や景観・親水性の問題にもなります。 
こうした様々な問題を引き起こさないためにも、河川や印旛沼の清掃に取組みます。 
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17. その他水質改善対策の検討 

 
 
<主な取組> 

●印旛沼の水質形成機構の解明 
印旛沼の効果的な水質改善対策を検討するための整理として、印旛沼の水質が形成され

るメカニズムの整理を行います。そのために必要な調査・研究は、大学等調査研究機関と
連携して実施していきます。 

●水質改善対策の検討 
印旛沼の水質改善対策の整理結果を踏まえて、効果的・効率的な水質改善対策の検討 

を行います。 
 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

印旛沼の水質形成機構の解明     ●  ● 

水質改善対策の検討     ● ● ● 

 

 
 

  

印旛沼の水質は、気象、流域からの負荷流入、底泥、植生、水位管理など様々な影響を
受けて複雑に形成されており、すべての現象を把握することは不可能です。今後進む調査
研究等によって、これまでの考えが覆る可能性もあります。また、水質改善技術の向上や
新技術の確立などによって、新たに実現可能になる対策が出てくる可能性もあります。 
そのような状況にあっても適切な判断ができるよう、関係機関と連携し、印旛沼の水質

形成機構を把握するための調査・研究を継続し、必要に応じて水質改善対策を検討してい
きます。 
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18. エコロジカル・ネットワークの形成 

 
 
<主な取組> 

●エコロジカル・ネットワークの形成 
里山・谷津・水辺など、印旛沼流域における重要な生態系の拠点の保全やそれをつなぐ

回廊の保全・再生を推進します。 

●ビオトープ・湿地帯の整備  
公園や学校等でのビオトープ整備を進めます。また、調整池を利用したビオトープの整

備等についても検討・実施していきます。 

●耕作放棄地の解消 
耕作放棄地の解消に向けて、有効な利活用方法を検討します。 

●生物多様性の保全（生物多様性地域戦略等） 
生物多様性地域戦略の策定など生物多様性の保全に向けた取組を実施します。 
（千葉県ではすでに地域戦略を作成済み） 
 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

エコロジカル・ネットワークの形成 ●  ● ● ●  ● 

ビオトープ・湿地帯の整備 ●  ● ● ●   

耕作放棄地の解消 ● ● ● ● ●   
生物多様性の保全 
（生物多様性地域戦略等）    ● ●  ● 

 

エコロジカル・ネットワーク地域づくりの形成は、自然や環境と調和した豊かな地域づ
くりに向けた基本的な考え方です。印旛沼流域内の重要な生態系の拠点やそれらのつなが
りを明らかにし、それを保全し、つながりを強化していくことで人と自然の良好な関係を
構築していくこと目指します。 
自然や環境と調和した地域づくりを目指して、エコロジカル・ネットワークの形成を推

進します。 
 

強化対策 
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19. 多自然川づくりの推進 

 
 
<主な取組> 

●多自然川づくりの実施 
河道の整備・改修を実施する場合は、多自然川づくりに基づいて進めます。 
多自然川づくりの実施にあたっては、単に自然のものや自然に近いものを多く寄せ集め

るのではなく、可能な限り自然の特性やメカニズムを活用すること、関係者間で川づくり
において留意すべき事項を確認すること、河川全体の自然の営みを視野にいれた川づくり
とすること、などとされており、地域性や専門性を多く必要とします。そのため、必要に
応じて専門家に助言を求めるなど、より適切な整備が実施できるように努めます。 

●環境に配慮した農業用排水路の整備・管理 
農林水産省生物多様性戦略に基づき、環境に配慮した農業排水路の整備に配慮します。

維持管理は、多面的機能支払交付金などを活用し、地域と協働・連携した維持管理を実施
していきます。 

 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

多自然川づくりの実施    ● ●   

環境に配慮した農業用排水路の整備・管理 ● ●  ● ● ●  

 
  

多自然川づくりは、河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや歴史・文化と
の調和にも配慮し、河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景
観を保全・創出する河川管理であり、現在の川づくりの基本です。 
印旛沼の流入河川で多自然川づくりを推進します。 

強化対策 
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20. 谷津及び里山の保全・活用 

 
 
<主な取組> 

●法的措置等による保全 
「千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例（千葉県里山条例）」や、市町

の里山保全計画等に基づき、谷津・里山の保全を進めます。 

●間伐・枝打ち・下草刈り等森林の維持管理 
森林整備事業等を活用し、間伐や枝打ち、下草刈りなどを実施していきます。 

●環境学習やレクリエーションの場としての活用 
市民・市民団体や大学等が連携・協働し、谷津・里山を自然体験や農体験、環境学習、

散歩等のレクリエーションの場として活用していくと同時に、里山の歴史や文化の継承に
努めます。 

●担い手の育成★ 
里山保全の担い手確保に向けて、里山に関する知識や技術を養う講座や、里山保全活動

団体等の交流の場づくりに取組みます。 
★印は、第 2期で新たに位置づけた取組を表します。 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

法的措置等による保全    ● ●   

間伐・枝打ち・下草刈り等 森林の維持管理 ● ● ● ● ●   

環境学習やレクリエーションの場としての活用 ● ● ● ● ●  ● 

担い手の育成 ●   ● ●   

印旛沼および流域河川の上流に位置する谷津や里山は、生物の生息・生育・繁殖の場と
してだけでなく、近年では水質浄化機能についても注目されており、谷津や里山を保全
し、印旛沼流域の良好な水環境を保全することが必要です。 
また、谷津・里山は、印旛沼流域ならではの文化の継承や景観の保全、農林業の生産、

多様な生物の貴重な生息・生育空間の提供、防災や気象緩和、レクリエーションの場の提
供など、多面的な役割を果たしています。 
これらの機能の発揮を目指して、谷津・里山の保全・活用を推進します。 

強化対策 
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21. 外来種の駆除 

 
 
<主な取組> 

●ナガエツルノゲイトウ、カミツキガメ等外来種の駆除 
印旛沼流域における要管理植物の管理計画に基づき、ナガエツルノゲイトウ、オオフサ

モ等の駆除を実施していきます。特にナガエツルノゲイトウについては桑納川・神崎川・
新川の地域において、第 1期から実施してきた取組を継続し、生態系ワーキングを中心
に、多様な主体の連携・協働して取組みます。 
千葉県が策定しているカミツキガメ防除実施計画に基づき、カミツキガメ等の駆除を実

施していきます。 

●外来種の分布調査、情報発信 
市民・市民団体や大学等が連携・協働し、外来種の駆除計画立案や駆除の効果を検証す

るための分布調査を実施します。 
 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

ナガエツルノゲイトウ、カミツキガメ等 
外来種の駆除 ● ●  ● ● ● ● 

外来種の分布調査、情報発信 ● ● ● ● ● ● ● 

 
  

第 1 期で生態系ワーキングにおいて、外来種等管理が必要な植物の管理方針をまとめた
「印旛沼流域における要管理植物の管理計画」を作成し、特にナガエツルノゲイトウの管
理を実施してきました。ナガエツルノゲイトウは、降雨時に流出した群落が排水機場を目
詰りさせたり、他の生きものの生息環境を覆いつくしたり影響が大きく、管理が望まれて
います。 
このような影響の軽減を目指して、外来種の駆除を推進します。 

強化対策 
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22. 流下能力の向上 

 
 
<主な取組> 

●河道整備による流下能力の向上 
手賀沼・印旛沼・根木名川圏域 河川整備計画に基づき、鹿島川・高崎川・桑納川・石神

川の整備および市町が管理する河川（木戸川、駒込川）の河道整備を進めます。 
 

●治水に配慮した水位管理の検討 
環境（沈水植物の発芽に配慮等）と治水ともに配慮した水位管理のあり方について検討

していきます。 
 
 
 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

河道整備による流下能力の向上    ● ●   

治水に配慮した水位管理の検討     ● ●  

 
 

  

河川の洪水を流下させる能力を向上させることによる流域の治水安全度向上を目指し
て、築堤や掘削等の河道整備に取組みます。 

強化対策 
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23. 治水施設の質的改良 

 
 
<主な取組> 

●排水機場整備・改修 
国営印旛沼二期農業水利事業にて、揚排水機場の整備を行います。 
また、その他、排水機場の劣化等必要に応じて、排水機場の整備・改修、維持管理を実

施していきます。 

●計画堤防高さの維持 
沈下している沼の堤防の嵩上げを実施します。 
嵩上げを実施する際、「印旛沼流域かわまちづくり計画」で計画されている一里塚整備

との連携や浚渫土の活用などを関連する対策との整合を図り実施します。 

●水田畦畔高確保による貯留 
多面的機能支払い交付金の活動などに位置づけるなど、取組事例を集め、実施にむけた

検討を行う。 
 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

排水機場整備・改修  ●   ● ●  

計画堤防高さの維持     ●   

水田畦畔高確保による貯留  ●   ● ● ● 

印旛沼の周辺にある農業用揚排水機場には、内水排除を目的とした排水機能を有してい
る機場も多くありますが、多くの機場が老朽化により、改修が必要な時期となっていま
す。 
そのような背景から、国営印旛沼二期農業水利事業では、農業用揚排水機場の統廃合を

実施します。 
また、2013(平成 25)年の台風 26 号では、計画を超える降雨により印旛沼や高崎川、

鹿島川などで水があふれ、9 年ぶりに浸水被害が発生しました。近年の顕著な気象条件の
激化などもあり、より高い安全を確保していくために、沼の堤防の嵩上げに取組みます。 
 

強化対策 



 

89 

24. 印旛沼流域かわまちづくりの推進 

 
 
<主な取組> 

●水辺拠点・ミニ拠点（一里塚）の整備等水辺の利用促進 
多くの人が水辺に親しめるよう、親水空間や水辺の拠点整備を進めます。また、水辺の

活用方法について検討します。 
 

●地域と連携したイベントの開催等印旛沼の魅力向上の推進 
印旛沼での Eボート大会や、印旛沼流域を楽しむマラソン大会・ウォーキングイベント

など、印旛沼の魅力を発信できるようなイベントを開催します。 
 
 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

水辺拠点・ミニ拠点（一里塚）の整備等水
辺の利用促進 ● ● ● ● ● ● ● 

地域と連携したイベントの開催等印旛沼の魅
力向上の推進 ● ● ● ● ● ● ● 

  

印旛沼の水辺及び周辺の総合的な利活用を推進するため、2015(平成 27)年 3 月、印旛
沼に接する流域の 5市町（佐倉市、成田市、印西市、栄町、酒々井町）の、「印旛沼流域 
かわまちづくり計画」が、国土交通省の「かわまちづくり」支援制度に登録されました。 
さらに、より広域的な施策の展開を図るため、八千代市を新たに加え、2017(平成 29)年 
3月に変更登録されました。 
この計画に基づき、6 市町および県は、水辺拠点などの親水空間の整備やそれらの利活

用方法の検討、印旛沼に足を運んでもらうための水辺の魅力の発信などに取組みます。 

強化対策 
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25. 小中学校における環境学習の推進 

 
 
<主な取組> 

●環境学習教材の作成・活用 
副読本などの環境学習教材を作成・配布し、授業で積極的に活用します。 

●教師への支援体制の確立 
印旛沼をテーマとした環境学習に取組む学校や教師の支援に向けて、学びワーキングで

作成した出前講座メニュー表を使用した出前講座の実施や、教師と講師のマッチングの仕
組みづくりに取組みます。 

 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

環境学習教材の作成・活用 ● ●  ● ●  ● 

教師への支援体制の確立 ●   ● ●   

 
  

次世代を担う子どもたちが将来、印旛沼の水循環健全化の取組の推進役として活躍して
くれるよう、印旛沼をテーマとした環境学習を推進します。 

強化対策 
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26. 市民の学びの推進 

 
 
<主な取組> 

●学習会、講演会等の開催 
印旛沼や水環境等をテーマとした学習会、講演会や船上見学会などを実施します。 

●生涯学習との連携 
流域の市町が取組む生涯学習において、印旛沼や水環境をテーマとした学習を取り入れ

ていきます。 

 
＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

学習会、講演会等の開催 ● ● ● ● ● ● ● 

生涯学習との連携 ● ● ● ● ● ● ● 

 

  

広く市民においても、印旛沼についての関心や理解が広がるよう、学習会や講演会、生
涯学習等の機会の充実を図ります。 

強化対策 
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27. 広報（双方向コミュニケーション） 

 
<主な取組> 

●多様な媒体を用いた印旛沼の情報共有 
講演会やイベントの開催や、パンフレットやWEBサイト、広報誌、看板等の媒体の活用

など、多様な機会を通して、印旛沼の魅力や健全化の取組について、発信していきます。 

●印旛沼の歴史・水文化の整理・発信 
印旛沼に関する暮らしや食文化や祭祀、洪水や干拓の歴史等について整理・記録し、発

信していきます。 

●コミュニケーションの推進★ 
これまでに実施してきた、わいわい会議や意見交換会等の成果も踏まえながら、印旛沼

の関係者がコミュニケーションを図る場づくりに取組みます。 

●スゴインバー等による広報活動★ 
一般の方や子どもたちに、楽しみながら印旛沼のことを知ることができるように、印旛

沼のご当地ヒーロー“スゴインバー”やその他県や流域市町のキャラクターによる広報活動を
実施します。 

★印は、第 2期で新たに位置づけた取組を表します。 

 
＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

多様な媒体を用いた印旛沼の情報共有 ● ● ● ● ● ● ● 

印旛沼の歴史・水文化の整理・発信 ● ● ● ● ● ● ● 

コミュニケーションの推進 ● ● ● ● ● ● ● 

スゴインバー等による広報活動 ● ● ● ● ● ● ● 

  

流域内外を問わず、多くの人に印旛沼の魅力や取組を知ってもらい、印旛沼のために行
動する人や、応援団・ファンを増やしていくことを目指し、多様な機会を捉えて印旛沼の
PR・広報に取組みます。 
また、一方的な情報発信ではなく、双方向型のコミュニケーションを図っていくこと

で、関係者が Win-Win の関係（相互にメリットのある関係）を築き、多様な主体の連
携・協働のもとに、印旛沼の水循環健全化の取組を進めていく機運を高めていきます。 

強化対策 
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28. 市民活動の連携・協働 

 
<主な取組> 

●市民・市民団体の応援★ 
WEBサイトにおける市民団体の活動紹介等を通して、市民や市民団体の活動を応援しま

す。 

●印旛沼連携プログラムの推進・強化 
行政は印旛沼連携プログラムの活用により、市民団体や企業、市町村、印旛沼環境基

金、水域管理者等の連携により取組を進めます。行政は、印旛沼や流域河川の環境美化活
動（清掃）をはじめとする、印旛沼の水循環健全化・環境保全活動に対して、活動に必要
な備品の貸し出しや、ボランティア活動保険の加入費用負担、サインボードの設置等を行
います。 

●交流拠点・支援センターの充実・活用 
市民活動の拠点として、交流拠点や支援センターの充実と活用を進めます。 

●印旛沼・流域再生大賞の実施★ 
印旛沼・流域の再生に向けた取組を実施し、その功績が顕著な団体や個人を表彰する

「印旛沼・流域再生大賞」を実施していきます。 
★印は、第 2期で新たに位置づけた取組を表します。 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

市民・市民団体の応援 ● ● ● ● ● ● ● 

印旛沼連携プログラムの推進・強化 ● ● ● ● ● ● ● 

交流拠点・支援センターの充実・活用 ● ● ● ● ● ● ● 

印旛沼・流域再生大賞の実施 ● ● ● ● ● ● ● 

  

印旛沼流域では、市民団体等が主体となり、里山保全や水辺のゴミ拾い、印旛沼や河川
に関わるイベント開催や調査研究など、印旛沼の水循環健全化に寄与する様々な活動を行
っています。 
こうした活動を盛り上げていくため、優良な取組の表彰や紹介、活動への支援、活動の

場の提供などに取組みます。 

強化対策 
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29. 環境調査の実施 

 
 
<主な取組> 

●水質・生物調査の実施 
河川での水質調査を始め、植生・水生昆虫・鳥類などの生きものなど印旛沼・流域に関

わる環境調査を実施します。また、それらデータの活用のため、データの蓄積や集約を検
討します。 

 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

水質・生物調査の実施 ● ● ● ● ● ● ● 

 
 

  

印旛沼・流域では、市民団体・流域市町・千葉県・水資源機構等多様な主体が様々な調
査を実施しています。これらの調査は、健全化計画の目標の達成状況を確認するために必
要な調査や印旛沼の水質形成機構を解明することに寄与する調査や様々な対策の実施方針
を検討するために必要な調査であり、どの調査も継続して実施していくことが必要な調査
です。 
そうした状況を踏まえ、各種環境調査の実施を推進します。 
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30. 研究・技術開発の促進 

 
 
<主な取組> 

●研究・技術開発の促進 
大学、県の研究機関等を中心に、印旛沼をフィールドとした研究、技術開発を推進して

いきます。 
 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

研究・技術開発の促進 ● ● ● ● ● ● ● 

 
 

  

印旛沼の水循環健全化に向けて、各種研究や技術開発が進んでいます。健全化会議とし
ては、「印旛沼流域水循環健全化調査研究報告」として、第 1 号は冬期湛水に関する調査
研究が、第 2 号は印旛沼物語が取りまとめられました。印旛沼流域環境・体験フェアで
は、多くの大学から研究発表がありました。 
そうした大学等の研究成果を広く発信していくため、WEB サイト内に「バーチャル印

旛沼大学」を立ち上げました。 
今後も、印旛沼をフィールドとした多くの研究や技術開発が進むよう、バーチャル印旛

沼大学や環境・体験フェアなど発表の場を設けるなど、研究・技術開発を推進します。 
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31. 経済的措置の検討 

 
 
<主な取組> 

●取組推進のための新たな財源確保の検討 
第 1期期間の中でも生活排水ワーキングから必要性が提案されています。全国の先進事

例を参考に必要に応じて検討していきます。 
例えば、印旛沼流域におけるクラウドファンディングの活用可能性や活用方法につい

て、検討を実施していきます。 
 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

取組推進のための新たな財源確保の検討    ● ●   

 

※クラウドファンディング：企業やその他の機関が不特定多数の個人から寄付、投資等の形態

で、インターネットを介して資金調達を行う仕組み 

 

 

  

印旛沼の水循環健全化を進めていくためにも、財源の確保は重要です。全国的には、環
境税として取組の財源を確保している事例もあります。 
また、近年、地域活性化や環境保全活動、広報・啓発といった取組を進めるための資金

を調達する新たな仕組みとして、クラウドファンディング※にも注目が集まってきていま
す。国においても「ふるさと投資連絡会議」が設置されるなど、クラウドファンディング
を活用した、さまざまな地域活性化の取組が進められています。このような背景を踏ま
え、印旛沼流域においても、各種取組を推進するクラウドファンディングの活用について
の検討を行います。 
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32. 制度化の検討 

 
 
<主な取組> 

●制度化の検討 
浸透ワーキングで作成した「印旛沼ルール」は、将来的には条例化や要綱など制度化さ

れることを念頭にしたものです。法的拘束力を持たせることで推進できる対策について
は、水循環基本法等を踏まえ、制度化の検討を実施していきます。 

 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

制度化の検討    ● ●   

 
 

 

  

印旛沼の取組の中には、広報・啓発を行い、取組の推進を図るまでしかできない取組も
多くあります。一方で、貯留・浸透施設や貯留施設の設置普及のように、法的拘束力があ
れば劇的に進む取組もあります。 
このように印旛沼における各種取組が、発展的により効果的で持続可能な取組になるこ

とを目指して、制度化を検討します。 
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33. 負荷総量削減の可能性の検討 

 
 
<主な取組> 

●負荷総量削減の可能性の検討 
点源及び面減負荷の削減に向けて、総量規制や排出権取引の導入の可能性について、事

例の研究や専門家からの助言を踏まえて、検討していきます。 
 

 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

負荷総量削減の可能性の検討     ●  ● 
 

 

  

点源・面源負荷発生量の削減に向けて、それらを具体的に規制できる有効な手段につい
て検討します。 
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34. 地球温暖化への対応 

 
 
<主な取組> 

●地球温暖化適応策の検討 
印旛沼流域において、将来的に地球温暖化の影響が出てくることに備え、計画で定めて

いる流域および沼内のモニタリングを継続的に実施するとともに、今後必要に応じて検討
を行います。 

 

＜取組に関連する主体＞ 

対策 
市
民
・
学
校 

市
民
団
体 

農
業
・
漁
業
・
観
光

等
沼
利
用
者 

企
業 

流
域
市
町 

千
葉
県 

国
・
水
資
源
機
構 

調
査
研
究
機
関 

地球温暖化適応策の検討    ● ●  ● 

 
 

 

2013年(H25)から 2014(H26)年にかけて公表された IPCC第 5次評価報告書では、気
候システムの温暖化は疑いの余地がないことが示されています。 
今後、関係機関との連携を図るとともに、状況を把握しながら、これらの影響が顕著に

なってきた際には、必要に応じて適応策の検討を行います。 
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